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はじめに 

○○○○○・・・・・ 

 

１．総論 

 

（１）学校施設の役割 

 

（子供たちの学習・生活の場） 

・学校施設は，子供たちの学習・生活の場であり，学校教育活動を行うための基本的な教

育条件であるため，充実した教育活動を存分に展開できるよう，機能的な施設環境を整

えるとともに，豊かな人間性を育むのにふさわしい，快適で十分な安全性，防災性，防

犯性や衛生的な環境を備えた安全・安心なものとする必要がある。 

・さらに，地球温暖化等の環境問題に対応するため，環境を考慮した学校施設であるエコ

スクール化を推進することや，教育内容・方法等の変化，教育の情報化，バリアフリー

化等の様々な社会的要請に適切に対応するため，教育環境の質的向上を図ることが求め

られる。 

 

（地域コミュニティや防災の拠点） 

・学校施設は，地域住民にとって最も身近な施設であり，生涯にわたる学習，文化，スポ

ーツなどの活動の場として，また，地震等の非常災害時には避難所としても重要な役割

を担っているため，必要に応じ他の文教施設や高齢者福祉施設との連携の推進や防災機

能の強化を図る必要がある。 

・また，学校が社会全体で子供たちの学びを支援する場となり，地域の振興・再生にも貢

献するコミュニティの拠点として役割を果たすよう，学校施設と他の公共施設等の複合

化を進めていくことも有効である。 

 

 

（２）老朽化対策の基本的な考え方 

 

（計画的整備） 

・今後，老朽化した施設が更に増加する中においては，将来の財政状況も見通しつつ，安

全性を最優先として，計画的に整備を進めることが必要である。 

・施設の劣化が進行するに従い，適用技術が高コスト化するとともに，改修・修繕の補修

範囲の拡大により改修費用は増加することから，従来のような，施設設備に不具合があ

った際に保全を行う「事後保全」型の管理から，計画的に施設設備の点検・修繕等を行

い，不具合を未然に防止する「予防保全」型の管理へと転換を目指すことが求められる。 

・このため，学校施設の劣化状況や教育内容・方法への適応状況などを適切に把握すると

ともに，把握したデータを元に評価を行い，適時・適切な整備ができるよう，改修・改

築の実施時期や規模等を定めた中長期的な整備計画を策定し，計画的に整備することが

必要である。 

 

（長寿命化） 

・学校施設の改築までの平均年数は，鉄筋コンクリート造の場合，おおむね４２年となっ

ているが，実際の学校施設の物理的な耐用年数は，適切な維持管理がなされ，コンクリ

ート及び鉄筋の強度が確保される場合には７０～８０年程度，さらに，技術的には１０

０年以上持たせるような長寿命化も可能である。 

・長寿命化改修を行うことによって，改築と比較して構造体（柱や梁）の工事が大幅に減
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少するため，工事費用の縮減や工期の短縮を行うことができる。 

・また，長寿命化改修は，改築に比べて大幅に環境負荷を低減させることができるため，

環境問題への対応策としても重要である。 

・このような長寿命化改修への転換を図ることによって，今後，膨大な数に上る学校施設

について，国・地方の厳しい財政状況の下，限られた予算でできる限り多くの施設の安

全性を確保しつつ，機能の向上を図っていくることができ，子供たちにとって快適で居

心地の良い学習・生活の場を確保することができる。ためには，改築より工事費が安価

で，廃棄物や二酸化炭素の排出量が少ない長寿命化改修への転換を図ることが必要であ

る。 

・長寿命化改修の実施に当たっては，単に数十年前の建築時の状態に戻すのではなく，近

年の多様な学習内容・学習形態に対応した機能的な計画とすることにより教育環境の質

的向上を図るとともに，壁，窓等の断熱性能向上や高効率照明・空調の導入などの省エ

ネルギー化，再生可能エネルギーの活用，防災機能の強化，木材の活用，バリアフリー

化など現代の社会的要請に応じた整備を行う「レトロフィット」の視点を取り込むこと

が重要である。 

 

（重点化） 

・今後，児童生徒数が更に減少することが予想される中で，学校施設の規模については，

将来の児童生徒数の動向や地域の実情等も見極めつつ，既存ストックの有効活用も視野

に入れながら，適切な規模に見直していくことも必要である。 

・その際，教育方法・内容等の変化に適応させることに留意しつつ，余裕教室などの空き

スペースの有効活用をより一層進めるとともに，学校施設が地域の核となることも視野

に入れながら，地域の実情に応じ，他の文教施設や高齢者福祉施設などの公共施設との

複合化・共用化を図るなどの重点的な投資を行っていくことや，転用が見込めない場合

には，施設を保有しているだけでも維持管理修繕のための費用が掛かることから，保有

施設のうち不要となった部分を取り壊す「減築」を行うことも考えられる。 

 

 

（３）学校施設の長寿命化計画とは 

・平成２５年１１月に策定された「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の

推進に関する関係省庁連絡会議決定）において，各インフラの管理者及び当該インフラ

を所管する国や地方公共団体の各機関は，インフラの維持管理・更新等を着実に推進す

るための中期的な取組の方向性を明らかにする計画として，「インフラ長寿命化計画（以

下「行動計画」という。）」を策定することとされた。1 

・さらに，同基本計画においては，各インフラの管理者が，行動計画に基づき，個別施設

毎の具体の対応方針を定める計画として，個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

を策定することとされた。本手引における「学校施設の長寿命化計画」とはこの個別施

設計画に当たるものである。（図表１参照） 

 ・各地方公共団体の行動計画は域内のインフラ全体を対象として，整備の基本的な方針を

示すものであるが，本手引で扱う学校施設の長寿命化計画は，域内の学校施設のみを対

象として，基本的な方針に基づく実際の整備内容や時期，費用等を具体的に表すもので

ある。 

・文部科学省では，学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体に対し

                                                   
1 平成２６年４月，総務省より各地方公共団体に対し，公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する

ための「公共施設等総合管理計画」を策定するよう要請がなされ，地方公共団体が策定する行動計画は

「公共施設等総合管理計画」に該当することとされた。 
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て施設整備計画の提出を義務づけている。この施設整備計画が緊急の課題を迅速に進め

ていく観点から計画期間を３年以内としたものであるのに対し，学校施設の長寿命化計

画は中長期的な施設整備の見通しを示すものである。 

・また，「インフラ長寿命化基本計画」においては，各インフラの管理者が既に同種・類

似の計画を策定している場合には，当分の間，当該計画をもって，学校施設の長寿命化

計画の策定に代えることができることとされ，同基本計画の趣旨を踏まえ，「できるだ

け早期に適切な見直しを行うよう努める」こととされており，その際に本手引を活用す

ることも考えられる。なお，平成２５年３月に取りまとめられた報告書「学校施設整備

基本構想の在り方について」2において提言された「学校施設整備基本構想」やそれに

基づく年次計画等を既に策定している地方公共団体は，本手引を参照の上，当該計画策

定時に検討されなかった項目について追記することが望ましい。 

 

 

 
 

図表１ インフラ長寿命化基本計画等の体系 

 

 

 

  

                                                   
2 平成２５年３月 学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議 
 

行動計画
において具
体化した取
組を推進

インフラ長寿命化基本計画 (H25.11.29)
○策定主体：国
○対象施設：全てのインフラ

インフラ長寿命化計画（行動計画）

○策定主体：文部科学省及び地方公共団体
○対象施設：安全性等を鑑み、策定主体が設定
○策定時期：文部科学省及び地方公共団体において

平成28年度までに策定

基本計画に
基づき策定

個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

○策定主体：各教育委員会
○対象施設：各地方公共団体の行動計画において設定

点検・診断

修繕・更新

情
報
基
盤
の
整
備
と
活
用

基
準
類
の
整
備

個別施設計画を核とした
メンテナンスサイクルの実施

・個別施設毎の長寿命化計画を核として、メンテナンスサイクルを構築
・メンテナンスサイクルの実行や体制の構築等により、トータルコストを縮減・平準化
・産学官の連携により、新技術を開発・メンテナンス産業を育成

○インフラ長寿命化基本計画(H25.11.29策定)のポイント

○インフラ長寿命化基本計画の体系（公立小中学校の場合）

行動計画に
基づき策定
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（４）学校施設の長寿命化計画策定の目的 

 ・地方公共団体による学校施設の長寿命化計画策定の主な目的は，事業に係るトータルコ

ストの縮減及び平準化を図りつつ，学校施設に求められる機能を確保することである。

しつつ， 整備事業に係るトータルコストの縮減及び平準化を図ることである。 

・国・地方の厳しい財政状況の下で，今後見込まれる膨大な老朽施設の再生を効率的・効

果的に進め，トータルコストを縮減・平準化するためには，施設の劣化状況や学校施設

を取り巻く環境を総合的に把握した上で個々の施設の整備方針を定め，今後必要となる

コストの見通しを明らかにした実施計画を策定し，計画的に改修や維持管理等を行って

いくことが重要である。 

 

 

（５）学校施設の長寿命化計画の検討体制 

・学校施設の長寿命化計画を検討する際には，学校施設が教育以外の様々な機能を担って

いることや，その利用者も，児童生徒，教職員のほか，保護者，地域住民など多岐にわ

たっていることを踏まえ，幅広い関係者の参画を得ることが重要である。 

・その際，幅広い関係者から構成される検討委員会を設置することも考えられる。検討に

参画する関係者としては，教育委員会の施設整備担当課のほか，以下のような例が考え

られる。 

■学校教育担当課，社会教育担当課，教育委員 

■財政部局，地域政策部局，まちづくり部局，建設部局，防災部局等の関係部局 

■学校教育の専門家，建築の専門家 

■ソフト面の目標や課題に対応したハード面の施策を提案できるコーディネータ的

な人材（幅広い業務経験を持つ職員，学校教育に精通した学校建築の専門家等） 

■教職員，保護者，地域住民 

 ・また，計画策定の際には，首長も含めた部局間の調整や住民へのパブリックコメント等

を通じて十分な共通認識・合意形成を図り，計画の実行性を担保することも重要である。 
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参考事例： 

 

○秦野市公共施設再配置計画 

→幅広い関係者からの意見を聴取することができる検討体制を構築 

 

・秦野市では、『秦野市公共施設再配置計画』を策定するにあたり、担当の部署（企画総務部公共施設

再配置計画担当）を設置するとともに、学校建築の専門家等による検討委員会を設置し、ソフト面

の目標や課題に対応したハード面の施策を提案できるコーディネーター的な人材を活用できる仕組

みづくりを行った。 

 ・加えて、主に電子メールを利用して参加し、計画づくりをともに進める市民委員（下記図中、E－メ

ンバー）を設置し、地域住民からの意見を反映できる仕組みとした。 

 

【図表：策定体制】 
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（６）計画策定後の公表の重要性 

 ・策定した学校施設の長寿命化計画については，ホームページや地域の広報誌等を活用し

て，校長等の学校教職員はもとより地域住民に対して積極的に公表し，情報共有を図る

ことが重要である。そのため，計画は簡潔でわかりやすい文章とし，データについても

グラフ化するなど地域住民に分かりやすい資料となるよう工夫することが重要である。 

 ・各地方公共団体が有する学校施設や財政の状況や、今後の学校施設整備の方向性に対す

る地域住民の理解をうながすことで，双方向のコミュニケーションが生まれ，結果的に

学校施設整備に対する満足度も向上するものと考えられる。 

 

 

（７６）本手引の目的 

・本手引は，各地方公共団体が学校施設の長寿命化計画を策定する際に参考とするための

基本的な考え方や留意点，計画に盛り込むべき事項等を示し，解説したものである。 

・なお，平成２５年に取りまとめられた報告書「学校施設整備基本構想の在り方について」

では，各地方公共団体の所管する学校施設全体の中長期的な整備方針等を策定する際の

基本的な考え方やプロセス等について提言されている。本手引は，各地方公共団体が当

該報告書やインフラ長寿命化基本計画等を踏まえつつ，迅速かつ効果的に中長期的な整

備計画を策定し，老朽化対策を推進することができるよう，各検討段階で押さえるポイ

ントを詳細に解説したものである。 

 

 

（８７）適用の範囲 

 ・本手引は，公立の幼稚園，小学校，中学校，中等教育学校，高等学校，特別支援学校を

対象とするものである。ただし，本手引に示した考え方や解説等は，公立学校以外の文

教施設においても参考とすることができるものと考えられる。 

 

 

（９８）用語の定義と解説 

 ・本手引における用語の定義と解説を以下に示す。 

保全 

建物等が完成してから取り壊すまでの間，建物等の性能や機能を良好な状態に

保つほか、社会・経済的に必要とされる性能・機能を確保し、保持し続けるこ

と。保全のための手段として、修繕，改修がある。 

予防保全 
損傷が軽微である早期段階から，機能の保持・回復を図るために行う予防的な

保全のこと。 

事後保全 老朽化による不具合が生じた後に行う事後的な保全のこと。 

長寿命化 
建物を将来にわたって長く使い続けるため，物理的な不具合を直し建物の耐久

性を高めることに加え，その機能や性能を求められる水準まで引き上げること。 

改築 
老朽化により構造上危険な状態にあったり、教育上、著しく不適当な状態にあ

ったりする既存の建物を「建て替える」こと。 

更新 
既存の建物や設備を新しく改めること。建物の場合は、「改築」と同義ととら

えてよい。 
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修繕 
経年劣化した建物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、

寸法のものを用いて原状回復を図ること。 

長寿命化改修 長寿命化を行うために改修を行うこと。 

維持管理 

建物等の性能や機能を良好な状態に保つほか，社会・経済的に必要とされる性

能・機能を確保し，保持し続けるため，建物の点検・診断を行い，必要に応じ

て修繕，改修を行うこと。 

大規模改造事業 
文部科学省の学校施設環境改善交付金における対象事業の名称の一つであり，

大規模な改修を行う事業を指す。 

長寿命化改良事業 
文部科学省の学校施設環境改善交付金における対象事業の名称の一つであり，

長寿命化を目的とした改修を行う事業を指す。 

改築事業 
文部科学省の学校施設環境改善交付金における対象事業の名称の一つであり，

改築を行う事業を指す。 

インフラ長寿命化基本計画 

国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコス

トの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新に係る産業の競争力

を確保するための方向性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民間企

業等が管理するあらゆるインフラを対象に策定された基本計画。 

インフラ長寿命化計画 

（行動計画） 

インフラ長寿命化基本計画において，各インフラを管理・所管する者が，イン

フラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明ら

かにするものとして策定することとされた計画。地方公共団体が策定する行動

計画は「公共施設等総合管理計画」に該当するものである。 

個別施設毎の長寿命化計画 

（個別施設計画） 

インフラ長寿命化基本計画において，各インフラの管理者が，個別施設毎の具

体の対応方針を定めるものとして策定することとされた計画。本手引において，

「個別施設」とは，各地方公共団体の「域内の学校施設」を指し、「学校施設

の長寿命化計画」とはこの個別施設計画に当たるものである。 

トータルコスト 

各インフラの管理者が管理する全ての施設について，建物等が完成してから取

り壊すまでの間に発生する建築費や維持管理や改修等に係るコストを総計した

値。 

メンテナンスサイクル 

点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効

果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履

歴等の情報を記録し、次期点検・診断等に活用するサイクルのこと。 
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図表２ 用語のイメージ 

  

竣
工

改
築大

規
模
修
繕

保全

保守、運転・監視、警備、清掃等

点
検
・診
断

長
寿
命
化
改
修

・・・ 修
繕

改修の種類

・・・ ・・・

※１ 文部科学省の学校施設環境改善交付金の事業名称としては「大規模改造事業」に当たる。 

※２ 文部科学省の学校施設環境改善交付金の事業名称としては「長寿命化改良事業」に当たる。 

※１ 

※２ 
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２．学校施設の長寿命化計画策定の手引きと解説 

 

 学校施設の長寿命化計画には，以降（１）～（７）の内容を記載する。 

 

 
図表３ 学校施設の長寿命化計画の構成について  

（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等

（２）学校施設の目指すべき姿

（３）学校施設の実態

（４）学校施設整備の基本的な方針等

（５）施設整備の水準等

（６）長寿命化の実施計画

（７）長寿命化計画の継続的運用方針

①背景 ②目的

③計画期間

④対象施設

①学校施設の運営状況・
活用状況等の実態

②学校施設の老朽化状況
の実態

①学校施設の規模・
配置計画等の方針

②改修等の基本的な方針

①改修等の項目・
整備水準等

②維持管理の項目・
手法等

①改修等の優先順位付け
と実施計画

②長寿命化のコストの見
通し，長寿命化の効果

①情報基盤の
整備と活用

②推進体制等
の整備

③フォローアップ

目標設定

実態把握

方針の
設定

長寿命化
計画の

策定・運用
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（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 

①背景 

各地方公共団体における行動計画の内容等を踏まえ，学校施設の長寿命化計画の策定に

当たっての背景を記載する。 

 

 解説： 

域内の学校施設の老朽化等の現状の概要や今後の学校施設整備における課題，各地方公

共団体におけるこれまでの取組等を記載し，学校施設の長寿命化計画策定の考え方を明ら

かにする。 

 

 

参考事例： 
 

○川崎市学校施設長期保全計画 １.学校施設長期保全計画の背景と目的 １.１目的 

  本市の学校施設は，昭和 40 年代後半から 50年代にかけての児童生徒急増期に，一斉に整備された

ものが多く，非木造施設約 130 万㎡のうち，築年数が 20 年以上の施設は，約 90万㎡と全体の約７割

を占めており，老朽化が進んでいます。 

こうした学校施設のストックが偏在している状況の中で，厳しい財政状況において，高まる改築の

需要の抑制を図る必要があります。 

また，新学習指導要領等に基づく多様な学習内容や形態に対応した高機能かつ多機能な施設環境の

整備に加え，防災対策，バリアフリー化，普通教室やトイレ等のこどもたちの学習・生活空間の快適

化，環境負荷の低減等の様々な配慮が学校施設には求められています。 

 

○前橋市教育施設長寿命化計画 １ 趣旨 

本市では，道路，橋，上下水道などの社会基盤や庁舎，消防署，市営住宅，保育所，小・中学校，

公民館，社会体育館などの公共施設を数多く保有しています。これらの多くは，昭和 40 年代以降の高

度経済成長期に急速に整備されてきたことから老朽化が進んでおり，一斉に建替え時期を迎えること

が予想されています。 

本市教育委員会では，このうち小・中学校，公民館，社会体育館などの地域コミュニティを支える

ために必要な教育施設を所管し，施設の維持管理・整備を行っています。 

教育施設全体のうち，学校が 87.1％と多くを占めています。本市では，これまで昭和 40年代以降の

児童生徒の急増期に，老朽化した木造校舎を鉄筋コンクリート造に建替え，教室を増やすとともに，

新たな学校を建設して必要な教室の確保に努めてきました。その後，昭和 60 年代以降の児童生徒の減

少期を経て，現在では小規模校化が進んでおり，適正規模・適正配置による学校の統廃合が検討され

るなど学校を取り巻く状況は大きく変化をしています。 

こうしたなかで，昭和 40年代以降に建設された学校が一斉に建替え時期を迎え，老朽化対策が必要

になっています。老朽化対策は，全国的な課題となっており，文部科学省でも「学校施設老朽化対策

ビジョン（仮称）」を提言するなど取り組みが始められています。 

また，本市においても今後は人口の減少が予測されており，少子高齢化の進展による人口構造の変

化として，年少人口及び生産年齢人口が減少し，老年人口が増加していく傾向が推計されています。 

この人口構造変化により，本市の財政の歳出面では社会福祉関連分野が増加し，歳入面では人口や

生産年齢人口の減少による税収の減少といった影響をもたらすことから，一層厳しい財政状況となる

ことが予想されます。 

数多くの施設を継続的に維持していくためには応分の費用が必要ですが，経年劣化による補修費用

だけでなく，特に建替えには多額な費用が必要になります。 

施設の建替えが必要になる理由は様々ですが，構造体の老朽化のほかに，部分的な部位の機能低下

や設備機器の老朽化，利便性を向上させるためなどの理由により建替えが行われることがあります。

今後は，現有施設をできるだけ長期間使用する工夫に努め，施設整備にかかるコストを総合的に抑制

していくといった考え方に転換していく必要があります。  
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②目的 

各地方公共団体における学校施設の長寿命化計画の策定に当たっての目的を記載する。 

 

解説： 

 学校施設の長寿命化対策を進めるに当たっては，劣化した施設について単に建築時の状

態に戻すだけでなく，建物の機能や性能を現在の学校が求められている水準まで引き上げ

る必要がある。その際には，安全・安心な施設環境の確保，教育環境の質的向上，地域コ

ミュニティの拠点形成を目指して再生を行うことが重要である。 

学校施設の長寿命化計画は，今後見込まれる老朽施設の再生に係るトータルコストの縮

減・平準化を実現しつつ，こうした学校施設に求められる機能を確保しつつ，今後見込ま

れる老朽施設の再生に係るトータルコストの縮減・平準化を実現するため，域内の学校施

設の老朽化等の状況を把握し，地域における学校施設の役割等を考慮した上で，中長期的

な施設整備の具体的方針・計画を示すものである。この趣旨を踏まえ，目的を記載する。 

 

 

参考事例： 
 

○川崎市学校施設長期保全計画 １.学校施設長期保全計画の背景と目的 １.１目的 

（前略）学校施設の老朽化対策，教育環境の質的改善，環境対策を併せて実施する再生整備と予防保

全による長寿命化とともに，財政支出の縮減と平準化を図ることを目的として「学校施設長期保全計

画」を策定します。 

 

○前橋市教育施設長寿命化計画 ２ 目的 

  施設の長寿命化により，ライフサイクルコストの縮減，財政負担の平準化を図ることを目的としま

す。 

建物の長寿命化に伴い，これまでの対症療法的な維持管理から予防保全的な維持管理へ転換し，建

物の機能や設備を常に良好な状態に保ちます。また，建物の使用年数向上のため，長寿命型改善事業

を定めてライフサイクルコストの縮減と財政負担の平準化を目指します。 
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③計画期間 

施設の現状と今後の施設整備の基本的な方針，維持管理の方針等を考慮の上，計画期間

を設定する。 

 

解説： 

計画期間については，各地方公共団体における教育政策や学校施設の実情を踏まえ，設

定すべきものであるが，少なくとも１０年以上を見据えた中長期的な計画とし，進捗状況

のフォローアップ結果等を踏まえて最低でも５年毎に計画を更新することが望ましい。 

なお，計画期間は，行動計画等，連動した計画の期間と関連付けることが重要である。 

 

 

参考事例： 
 

○さいたま市公共施設マネジメント計画第１次アクションプラン 第１章計画の位置づけ等 

３.計画期間 

本計画は，公共施設の寿命が数十年に及び，中長期的な視点が不可欠であることから，平成 23年度

（2011 年度）から平成 62 年度（2050 年度）までの 40年間の将来推計に基づき策定した。計画期間に

ついては，策定作業に当てた平成 23 年度を除いた，平成 24 年度（2012 年度）から平成 62 年度までの

39 年間を計画期間とする。また，当初の平成 24年度から平成 32年度（2020 年度）までの９年間を第

１期として，以後 10年間ごとに第２期，第３期及び第４期に分け，期ごとに具体的なアクションプラ

ンを策定する。 

 

○名古屋市アセットマネジメント推進プラン 第１章 策定の趣旨 ２ 計画期間 

平成 24 年度から平成 33 年度の 10 年間を計画期間とします。ただし，計画期間内であっても必要

に応じて適宜見直すものとします。 

 

○立川市公共施設保全計画 第１章 保全計画策定の背景と目的 １.保全計画策定の背景と目的 

本計画の計画期間は平成２６年度を改修工事の初年度とし，そこから４０年間としています。平成

２４年度，２５年度の改修等については，既定の計画を実施します。 

なお，５年ごとに詳細な計画を策定し，実効性を担保するものとします。 
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④対象施設 

  学校施設の長寿命化計画において対象とする施設を記載する。 

 

解説： 

「インフラ長寿命化基本計画」においては，個別施設計画の対象施設について，「各施

設の維持管理・更新等に係る取組状況や利用状況等に鑑み，個別施設のメンテナンスサ

イクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例え

ば，事業毎の分類（道路，下水道等）や，構造物毎の分類（橋梁，トンネル，管路等）

等）を設定の上，その単位毎に計画を策定する」としている。 

  本手引では，公立の学校施設（幼稚園，小学校，中学校，中等教育学校，高等学校，特

別支援学校）を長寿命化計画の対象とすることを想定するが，学校施設と他の文教施設（社

会教育施設，社会体育施設等）をまとめて対象とし，一つの長寿命化計画を策定すること

も考えられる。 

 

  



16 
 

（２）学校施設の目指すべき姿 

 

①学校施設の目指すべき姿 

各地方公共団体における行動計画の内容を踏まえつつ，国や地方公共団体の教育振興基本

計画や学習指導要領のほか，各地方公共団体の教育ビジョン等に掲げられた施策を基本とし

て，それらを実現するために学校施設としてどのような機能が必要となるかを検討し，目指

すべき姿を示す。 

 

解説： 

学校施設整備は各地方公共団体の教育行政のソフト面の施策と連携しながら進めること

が不可欠であることから，目指すべき姿はハード面の整備内容だけで記述するのではなく，

連携するソフト面の施策と関連付けて記述することが重要である。 

また，質の高い教育を実現するためには，目指すべき姿にソフト面の施策に対応した項目

だけでなく，耐震化，老朽化対策やバリアフリー化など学校施設として備えておくべき基本

的な条件に関する項目についても盛り込むなど，各地方公共団体が理想とする学校施設像を

総合的に示すことが重要である。 

さらに，基本的な教育条件としての側面のほか，学校が社会全体で子供たちの学びを支援

する場となり，地域の振興・再生にも貢献するコミュニティの拠点として役割を果たすよう，

学校施設と他の公共施設等の複合化を進めていくこと等についても盛り込むことが考えら

れる。 

目指すべき姿を設定する際には，「学校施設の評価の在り方について～学校施設の改善の

ために～（最終報告）」3において示された 5 分野（安全性，快適性，学習活動への適応性，

環境への適応性，経済性）を参考として総合的な観点から設定することが考えられる。目指

すべき姿は、地域や学校の実態等を踏まえて検討されるものであるが，参考として，掲げら

れる学校施設像の項目の例を図表４に示す。 

なお，「（４）学校施設整備の基本的な方針等」を検討する際には，ここで示した学校施設

の目指すべき姿に基づくものとする必要がある。 

既に施設の評価に取り組んでいる場合には，学校施設の現状及び課題，整備の好事例等を

総合的に把握し，評価していることから，目指すべき姿を検討する際の参考になるものと考

えられる。 

 

  

                                                   
3 平成２１年３月 学校施設整備指針の策定に関する調査研究協力者会議 
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図表４ 学校施設の目指すべき姿の例 

（「学校施設整備基本構想の在り方について」4より） 

 

 

 
  

                                                   
4 報告書では項目例だけでなく施設整備の事例も掲載している。 

１．安全性 
○災害対策 
・地震に強い学校施設 
・津波・洪水に強い学校施設 
・防災機能を備えた学校施設 

○防犯・事故対策 
・安全で安心な学校施設 

 
２．快適性 
○快適な学習環境 
・学習能率の向上に資する快適な学習環境 

・児童生徒の学校への愛着や思い出につながり、
また、地域の人々が誇りや愛着をもつことがで
きる学校 

・バリアフリーに配慮した環境 
・子どもたちや保護者等が教員を訪れやすい空間 

○教職員に配慮した環境 
・教職員に配慮した空間 
・教職員等の事務負担軽減などのための校務の情報

化に必要なＩＣＴ環境 
 
３．学習活動への適応性 
○主体性を養う空間の充実 
・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促すため

の環境 
・子どもたちの教科等に対する興味関心を引き、自

ら学ぶ主体的な行動を促すための空間 
・子どもたちや保護者等が教員を訪れやすい空間 
・社会性を身に付けるための空間 

○効果的・効率的な施設整備 
・習熟度別指導や少人数指導などの、きめ細かい個

に応じた指導を行うための空間 
・調べ学習や習熟度別学習、ティームティーチング

などの多様な学習集団・学習形態を展開するため
の空間 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学習、観
察・実験のまとめや児童生徒の成果発表などに活
用して学習効果を高めるための ICT 環境 

・各教科等の授業を充実させるための環境 
○言語活動の充実 

・各教科等における発表･討論などの教育活動を行
うための空間 

・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促すため
の環境 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学習、観
察・実験のまとめや児童生徒の成果発表などに活
用して学習効果を高めるための ICT 環境 

 

３．学習活動への適応性（続き） 
○理数教育の充実 

・充実した観察・実験を行うための環境 69 
○運動環境の充実 

・充実した運動ができる環境 
○伝統や文化に関する教育の充実 

・伝統や文化に関する教育を行うための環境 
○外国語教育の充実  
・外国語活動等におけるジェスチャーゲームなどの

体を動かす活動や、ペアやグループでの活動な
ど、児童生徒が積極的にコミュニケーションを図
ることができるような空間 

○学校図書館の活用 
・子どもたちの自発的な学習や読書活動を促すため

の環境 
・調べ学習や習熟度別学習、ティームティーチング

などの多様な学習集団・学習形態を展開するため
の空間 

・各教科等の授業の中での調べ学習や協働学習、観
察・実験のまとめや児童生徒の成果発表などに活
用して学習効果を高めるための ICT 環境 

・地域に開かれた学校とするための環境 
・地域の生涯学習の拠点となる学校施設 

○キャリア教育・進路指導の充実 
・充実したキャリア教育･進路指導を行うための環  

境 
○食育の充実 

・食育のための空間 
○特別支援教育の推進 

・バリアフリーに配慮した環境 
・自閉症、情緒障害又はＡＤＨＤ等のある児童生徒

に配慮した学校施設 
○環境教育の充実 
・地球環境問題への関心を高めるためのエコスクー  

ル 
 
４．環境への適応性 

・環境を考慮した学校施設（エコスクール） 
 
５．地域の拠点化 

・安全で安心な学校施設 
・バリアフリーに配慮した環境 
・地域に開かれた学校とするための環境 
・地域の生涯学習の拠点となる学校施設 
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参考事例： 

 

○北区立小・中学校整備方針 
→これからの学校整備に向けた方針の整理 

 

・東京都北区では、全ての区立小中学校整備において、目指すべき学校施設を実現するため考慮すべ

き事項等を３つの視点で整理している。 

 

①基礎的・基本的な学力の定着と個性を伸ばす教育環境の整備（学習空間の充実） 

 

基礎的・基本的な学力を身につけるきめ細かな指導を行うため、習熟度や興味・関心等に応じた

少人数授業やティームティーチングなど多様な学習展開に対応する施設整備をすすめる。 

さらに、基礎的・基本的な学力の上に立って、児童・生徒の個性や能力を生かし、伸ばす環境を

整備する。  

また、児童・生徒一人ひとりの教育的なニーズに応じ、必要な支援を行う「特別支援教育」に対

応した施設整備を図る。 

 

②安全とうるおいをもたらす施設環境の実現（生活空間の充実） 

 

   学校は、児童・生徒にとって「学びの場」であるとともに１日の約３分の１を過ごす「生活の場」

であることを認識し、安心して有意義な学校生活が過ごすことができるよう防犯や施設の安全性に

配慮した施設整備を図るとともに、障害の有無を問わず安全に施設を利用できるようユニバーサル

デザインを取り入れる等バリアフリー化を目指す。 

また、児童・生徒が授業の合間に友人と語らい気分転換をしたり、悩みを相談し受け止める場を

確保する等、豊かでうるおいのある空間づくりを工夫する。  

さらに、地球環境に配慮し、持続可能な社会の実現のため、太陽光利用や雨水、風力等自然エネ

ルギーの利用を始め、校内緑化を積極的に推進し、環境と調和のとれた学校施設「エコスクール」

を目指すとともに、地球環境に配慮した施設整備の効果が分かるように工夫し、環境教育に活用す

る。 

 

③北区学校ファミリーの推進と地域スポーツ活動、コミュニティ－や防災の拠点としての施設整備（地

域との連携の充実） 

 

学校と幼稚園や学校間の連携に加え、学校と家庭、地域を含めたネットワ－クの形成を図る北区

学校ファミリーの推進や学校教育活動を支えるＰＴＡ、青少年委員会､ボランティア団体等､各種団

体の活動の場として位置付ける｡   
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（３）学校施設の実態把握 

 

学校施設の長寿命化計画の策定において，いつ，どのような改修，改築，維持管理等を

行うかを位置づける前提とするため，個々の学校施設の老朽化の現状を「安全面」・「機能

面」・「環境面」・「財政面」の観点から適切に把握する必要がある。 

  このうち，「財政面」については次の「①学校施設の利用状況・運営状況・活用状況等

の実態把握」より，その他の項目については「②学校施設の老朽化状況の実態把握」より

把握する。 

  なお，把握した施設の実態を「施設白書」として取りまとめる地方公共団体も増えてい

る。施設白書は，グラフや地図等を用いながら保有する施設の現状や課題を地域住民に分

かりやすく伝えるために「見える化」するとともに，今後の施設整備方針を検討するため

の基礎的なデータとすることを目的としている。 

 

 

 ①学校施設の利用状況・運営状況・活用状況等の実態把握 

地方公共団体の人口状況や財政状況，他の公共施設の状況等の学校施設を取り巻く状況

のほか，学校施設の保有量や将来の更新コスト，保有教室の活用状況，学校施設毎のコス

ト状況等について現状と課題を整理する。 

 

解説： 

各地方公共団体が，域内の学校施設の運営状況・活用状況等の実態を把握し，施設の保

有量が適正かどうか検討することは，実行性のある計画を策定する上で重要である。学校

毎に様々な観点からデータを示すことで，地域や学校により，抱える問題点が異なること

が明らかになるため，その問題毎に分類し，それぞれ対応を検討することが可能となる。

これにより，「（４）①学校施設の規模・配置計画等の方針」等を検討する際に参考とする

ことができる。 

各地方公共団体における学校施設を取り巻く状況等について，行動計画に示す内容も踏

まえつつ，記載する。記載事項としては，以下のものが考えられる。 

  

○利用状況・運営状況・活用状況等の実態 

・学校を取り巻く状況 

各地方公共団体の人口の状況（人口推移，人口構成，人口将来予測等）や，財政の状

況（歳入，歳出，学校施設整備費の状況），学校以外も含めた域内の公共施設全体の老朽

化状況や保有量，その中での学校施設の位置づけ等について，必要に応じて，表やグラ

フ等を用いつつ，記載する。 

  

 ・児童生徒数及び学級数の変化 

  域内の学校における児童生徒数や学級数の推移・推計等について，必要に応じて表やグ

ラフ等を用いつつ，記載する。推計については，幼児の人口から直接的に児童生徒数を推

計したり，国立社会保障・人口問題研究所が公表している「日本の地域別将来推計人口」
5を活用し，将来の人口を推計した資料を作成することも有効である。 

 

 

 

                                                   
5 国立社会保障・人口問題研究所 HP http://www.ipss.go.jp/ 
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 ・学校施設の保有量と将来の更新コスト 

  学校施設の経年別の保有面積・保有棟数や，それらを改築等により更新するために予想

される更新コスト等について，必要に応じて表やグラフ等を用いつつ，記載する。 

コストの試算方法としては，児童生徒数等から推測される将来的な保有面積に単価を乗

じて簡易に求める方法や，後述の参考ソフト（公共施設等更新費用試算ソフト）等を用い

る方法が考えられる。 

  

・学校施設の配置状況 

域内の学校施設の配置状況や保有する機能について，必要に応じて地図等を用いて記載

する。この際，各学校区や地区別の人口の増減の状況により色分けしたり，今後の都市開

発の見込み等についても情報を記載することで，地域特性毎に対応方針を検討する必要性

の有無が明らかになる。 

  

・保有教室の活用状況 

  各学校施設の保有教室の種類・用途，余裕教室の数とその活用状況等を記載する。特に，

余裕教室を適切に把握することは，地域の実情やニーズに応じて積極的に活用するために

も重要である。 

 

・学校施設毎の全体コスト 

 学校施設に係るコスト状況として，施設整備費のほか，運営費等（光熱水費，修繕費等）

を含めた学校施設毎の全体コストを把握し，記載する。 

 

○利用状況・運営状況・活用状況等の実態を踏まえた課題 

 上記に示した学校施設の利用状況・運営状況・活用状況等の実態を踏まえた課題を記載

する。課題の例としては，以下のようなものが考えられる。 

 ・築後長い年月が経過した学校施設の割合が高くなっている，今後膨大な更新コストが

かかることが予想される 

 ・公共施設の保有量が人口状況に比して過大となっている又は近い将来過大となること

が予想される 

 ・少子化の進展により，児童生徒数及び学級数が減少し，必要な教育条件を確保するこ

とが困難になることが予想される 

・余裕教室が有効に活用されていない 
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参考事例： 

 

○習志野市学校施設再生計画 
→多角的な視点による現状把握 

 

・習志野市の学校に対する現状分析について、公共施設全体に占める学校施設の割合や学校施設の老

朽化の現状により現在の学校施設の状況を分析するとともに、児童生徒数の推計等により将来的な

見込みについての分析を行っている。 

 

・また、少子化の進展に伴う余裕教室の発生について、平成 25 年 5 月 1 日現在の小中学校における余

裕教室の状況を整理している。 

  ▸小学校における保有普通教室は 456 教室に対し、余裕教室数は 104 教室で約 23％となっている。 

  ▸中学校における保有普通教室は 196 教室に対し、余裕教室数は 51 教室で約 26％となっている。 

  ▸これらの余裕教室は、多目的室、学習室、放課後児童会室、ランチルームなどに利用されており、

有効的に活用されている。 

 
【図表：公立施設に占める学校施設の割合（建物）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【図表：学校施設の老朽化状況】 
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 【図表：児童数推計（小学校）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○田原市公共施設白書 
→利用状況やコスト状況について「見える化」して整理 

 

・田原市では将来的な公共施設の望ましいあり方を検討するために、平成 26 年 2 月に『平成 25 年度

田原市公共施設白書』を策定した。 

・この中で、公共施設の設置目的や利用実態、コストなどの現状を分かりやすく「見える化」し、広

く市民に知ってもらう啓発資料としている。 

 

【図表：配置状況】 
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【図表：児童数と整備量の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：劣化状況の把握】※本手引において「老朽化状況の実態」については、次項で解説。 
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【図表：利用状況の把握】 
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【図表：コスト状況の把握】 
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参考ソフト： 

 

○公共施設等更新費用試算ソフト 
→簡易に公共施設の更新費用の推計を可能とする 

 

・平成 23年 3月に総務省監修の下、公益財団法人日本財団の助成を受けて財団法人自治総合センター

が行った「公共施設及びインフラ試算の更新に係る費用を簡便に推計する方法に関する調査研究」

により開発されたエクセル試算ソフトを財団法人地域総合整備財団が更新。 

・将来の公共施設等の更新費用を推計するに当たり、試算方法が複雑化するのを避けて、地方公共団

体の規模にかかわらず簡便に推計でき、かつ、その試算方法が理解可能なもので、将来の財政運営

の参考にできるものとすることを重視している。 

 ・対象とする公共施設は、市町村が保有する学校等の公共施設並びに道路、橋りょう、上下水道のイ

ンフラ資産。 

 

【図表：アウトプット例】 
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長寿命化改修工事における現地調査 
 

イ．コンクリートのひび割れ調査（施工不良箇

所や鉄筋の露出の有無についても調査） 

ロ．コンクリートの中性化深さ試験 

ハ．コンクリート強度の調査 

ニ．鉄筋の腐食状況調査 

ホ．鉄筋のかぶり厚さの調査 

 
「学校施設の長寿命化改修の手引」より 

 

②学校施設の老朽化状況の実態把握 

改修方法等の検討に必要な劣化状況等の実態について調査し，現状と課題を整理する。 

 

 解説： 

○構造躯体の健全性の評価 

 「（４）②改修等の基本的な方針」や建物の改修方法・時期等の検討に必要な事項とし

て，建物の劣化状況を把握する必要がある。建物の劣化状況の把握に当たっては，専門知

識を有する民間事業者や技術職員等が現地調査を行い，コンクリートの中性化や圧縮強度，

鉄骨・鉄筋の腐食等を評価する方法が考えられる。 

 長寿命化改修を行うに当たっては図表５の

ような現地調査を行う必要があるが，長寿命化

計画の策定に当たっては，特に「ロ．コンクリ

ートの中性化深さ試験」と「ハ．コンクリート

強度の調査」6を元に簡易に診断・評価すること

が有効である。 

なお，効率的に劣化状況を把握するためには，

過去の耐震診断や耐力度調査の結果を用いる

など，既存のデータを活用することも有効であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ 耐震性能判定表            図表７ 耐力度調査票 

  

                                                   
6 おおむね 13.5N/㎟以下は長寿命化に不適とされている。 

図表５ 長寿命化改修工事における現地調査 
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○構造躯体以外の劣化状況の評価 

「（４）②改修等の基本的な方針」や建物の改修等の方法・時期等の検討のほか，今後の

日常的な維持管理の項目を検討するために必要な事項として，構造躯体以外の劣化状況や仕

様等の水準についても，把握する必要がある。これらの実態把握に当たっては，簡易な問診

票や評価指標を用いるなどして，専門知識を有さない職員等であっても調査できるようにす

ることが有効である。下記に調査項目の例を示す。 

なお，調査項目の設定に当たっては，「学校施設の評価の在り方について～学校施設の

改善のために～（最終報告）」を参考とすることができる。また，効率的な点検・評価を

行うためには，建築基準法第１２条に基づく定期点検（以下，「１２条点検」という。）等

の法定点検の結果を活用することも有効である。 

なお，巻末に簡易な評価様式と評価項目の例を掲載した。これらの様式や項目等はあく

まで例示であり、具体的な評価項目・評価部位や得点の集計方法については、地域の実情

に応じ、各地方公共団体において適宜修正する必要がある。 

 

 （安全面） 

・内装の仕様・劣化状況 

・外装の仕様・劣化状況 

・非構造部材の耐震対策状況 

・防災機能の状況 

・防犯対策の状況 

・事故防止の対策状況 

・アスベスト含有建材の使用状況 

・アスベストの対策・劣化の状況 

（機能面） 

 ・設備の仕様・劣化状況 

 ・学習環境等の整備状況 

・少人数教育への対応状況 

・ICT 設備の仕様・活用状況 

・バリアフリー状況 

・空調換気設備の仕様・劣化状況 

・給排水衛生設備の仕様・劣化状況 

・トイレの仕様・劣化状況 

（環境面） 

 ・断熱性能 

 ・日射遮蔽性能 

 ・遮音性能 

 ・設備の高効率化 

・太陽光パネルの設置状況 

・木材利用の状況 

 

また，これらの調査項目・調査結果は，「（５）①改修等の整備水準」における部位毎の

整備水準の設定や、「（５）②維持管理の項目・手法等」における維持管理項目の選定のた

めに用いることができる。「（５）施設整備の水準等の設定」において調査結果を用いるこ

とを念頭に置いて設定する必要がある。 

また，これらの調査結果は，今後の定期点検等の結果を踏まえ，適宜更新していくこと

が重要である。 
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さらに，これらの調査結果は，該当箇所の写真等とともにカルテ形式で施設毎に取りま

とめ，データベースに保存しておくこと（「（７）①情報基盤の整備と活用」参照）により，

長寿命化計画の継続的な運用のために活用することができる。 

 

 ○老朽化状況の実態を踏まえた課題 

  上記の学校施設の老朽化状況の実態を踏まえた課題を記載する。課題の例としては，

以下のようなものが考えられる。 

  ・構造躯体の健全性に問題のある建物がある 

  ・適切な維持管理が行われておらず，劣化の進んだ部材や設備・配管等がある 

  ・耐震対策等，安全面で適切な対策がなされていない建物がある 

  ・現代の多様な学習内容・学習形態に対応していない建物がある 

  ・省エネルギー化や太陽光パネルの設置，木材利用等が進んでいない 
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参考事例： 

 

○川崎市学校施設長期保全計画 
→評価区分と評価項目の設定 

 

・全市立学校の実態把握・評価を実施するに当たって，文部科学省の「学校施設の評価のあり方につ

いて～学校施設の改善のために～（最終報告）平成２１年３月」を参考とし，図表２－１，図表２

－２のとおり，安全性，快適性，学習活動への適応性，環境への適応性，その他の５つの観点を評

価区分とし評価項目を設定。 

 

 【図表２-1：施設評価の区分と評価項目（１）】 

評価区分 評価項目 評価項目（詳細） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
安全性 

 
 
 
 

建物の劣化 

（老朽化） 

屋上・屋根の劣化状況 

屋上金物の劣化状況 

外壁の劣化状況 

軒（バルコニー）の劣化状況 

サッシの劣化状況 

外部雑（金物等）の劣化状況 

トップライトの転落防止対策の状況 

内部床の劣化状況 

 

 

落下物等の 

対策 

 

 

非構造部材の 

状況 

内部壁の劣化状況 

内部建具の劣化状況 

内部天井の劣化状況 

脆弱なガラス（スリガラス）の使用状況 

窓ガラス等のひび割れ等 

照明器具の取付金物等の腐食・ゆるみ等 

吊り下げ式照明の使用状況 

転落防止対策 窓際に足掛かりとなる固定棚等の存在状況 
 

 

防災対策 

体育館のトイレの整備状況 

屋外から使用可能なトイレの整備状況 

防災備蓄倉庫の整備状況 

災害時に水を確保する設備の整備状況 

自家発電設備の整備状況 

 

防犯対策 

門扉の施錠状況，電気錠の整備状況 

防犯カメラの設置状況 

外灯の設置状況 

不審者の侵入を禁止する看板等の設置状況 
 
 
 

外構の舗装・塀等の劣化 

舗装の劣化状況 

Ｕ字溝の劣化状況 

門扉の劣化状況 

ﾌｪﾝｽの劣化状況，ﾌｪﾝｽ基礎の劣化状況 

擁壁の劣化状況 

ﾌﾞﾛｯｸ・万年塀の存在状況 
 
 
 
 

 
 
 

 
快適性 

 

バリアフリー対応 

段差の解消状況（玄関・廊下・トイレ） 

手摺の設置状況（階段・トイレ） 

車椅子対応トイレの設置状況 

エレベータの設置状況 

給排水設備の整備状況 給水設備の整備状況（赤水発生等） 

排水設備の整備状況 

 

トイレの整備状況 

衛生面（臭い） 

洋風便器の整備状況 

トイレブースの劣化状況 

便器の破損等の状況 

衛生設備に関する点検状況 トイレの衛生状況の点検，清掃活動状況 

空調設備の整備状況 空調設備の整備状況 

教室の黒板等の整備状況 黒板の劣化状況 

掲示板の劣化状況 
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【図表２-２：施設評価の区分と評価項目（２）】 

評価区分 評価項目 評価項目（詳細） 

学習活動への適応性 情報化対応 インターネット設備の整備状況 
 

学習環境の整備 

施設整備基準等に定める教室等の確保及び面積確保状況 

多様な指導方法に対応した教室等の整備状況 

多様な指導方法に対応した教室等の活用状況 

 

 

 

 

 

環境への適応性 

 

室内環境Ｑ１ 

音環境 

温熱環境 

光・視環境 

空気質環境 
 

サービス性Ｑ２ 

機能性 

耐用性・信頼性 

対応性・更新性 
 

室内環境(敷地内）Ｑ３ 

生物環境の保全 

まちなみ・景観への配慮 

地域性・アメニティへの配慮 

 

エネルギーＬＲ１ 

建物の熱負荷制御 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用 

設備システムの高効率化 

効率的運用 
 

資源・マテリアルＬＲ２ 

水資源保護 

非再生性資源の使用量削減 

汚染物質含有材料の使用回避 
 

敷地外環境ＬＲ３ 

地球温暖化への配慮 

地球環境への配慮 

周辺環境への配慮 
 
 
 

その他 

 

近隣への迷惑防止対策 

近隣への日照阻害の抑制状況 

近隣への砂塵対策状況 

近隣への球技用の球の侵入対策状況 
 

地域開放への対応 

校庭の開放 

体育館の開放 

教室等の開放 

 

・設定した評価項目について，図表 2－3のとおり，学校アンケートや現場調査等により実態把握を行

い，５つの評価区分の評価を実施。５つの観点のうち「安全性」と「快適性」は，施設台帳の棟毎

を基本に評価を行い，各棟の評価を床面積に応じて加重平均したうえで学校全体評価とし，他の観

点については，棟別ではなく学校全体で評価を行う。  

・これにより学校施設の実態を定量的に評価したデータを，図表 2－4のとおり「学校カルテ」として

一元化し，「見える化」を図っている。 

【図表２-３：評価区分別評価方法】 

評価区分 主な実態把握情報 評価方法 

安全性 
学校アンケート 31項目を５段階により評価した平均点 

現場調査 棟ごとに評価 

快適性 
学校アンケート 14項目を５段階により評価した平均点 

現場調査 棟ごとに評価 

学習活動への適応性 
学校アンケート 4項目を５段階により評価した平均点 

（ヒアリング含む） 学校全体で評価 

環境への適応性 

CASBEE 学校※ CASBEE 学校により，指標 20 項目で算出した，建築 

環境衛生検査 物の環境効率指標を５段階で評価 

学校全体で評価 

その他 
学校アンケート 6項目を５段階により評価した平均点 

現場調査 学校全体で評価 

※CASBEE   学校：学校施設における総合的な環境性能評価手法（文部科学省）  
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 【図表２-４：学校カルテ】 
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○立川市公共施設保全計画 

 →実態把握シートによる劣化状況の一元的な管理 

 

・事前調査として、学校施設台帳や工事履歴等の資料・データから実態調査シートを作成し、現地調

査により確認すべき事項をリストアップする。 

・現地調査では、施設管理者からのヒアリング等による不具合箇所を確認するとともに、事前調査に

よりリストアップした項目を目視により確認し、部位毎に劣化状況を 4段階で評価する。また、結

果については、実態把握シートに反映させる。 

 

 ▸評価指標 

  Ａ評価・・・概ね良好 

  Ｂ評価・・・部分的に経年劣化が見られる 

  Ｃ評価・・・全体的に経年劣化が見られる 

  Ｄ評価・・・早急に対応する必要がある劣化・不具合 

 

【図表：部位別技術判断基準】 ※下記図表は一例 
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・現況劣化度は、5年に 1度現地調査を実施し、見直しを行うものとする。また、改修工事の更新記録

は原則、施設の改修を実施した時点で更新、または、改修した建物、工事項目をまとめておいて 5

年に 1度の見直しの時に更新する。 

 

【図表：実態把握シートの構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：概要書】 
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 【図表：総括シート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図表：詳細シート】 
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○西尾市公共施設再配置実施計画 

 →構造体劣化調査による耐用年数の判定 

   

・公共施設の目標耐用年数を 80 年としている西尾市では、建物の長寿命化を判断するための構造体劣

化調査を実施している。 

 ・調査対象は、建築後 30 年以上経過している RC の建物とし、調査結果に基づき、建物の物理的（構

造的）耐用年数を今後期待できる建物の使用期限として 4段階に分類している。 

・併せて、インフィル※とスケルトン※の目視調査で老朽化を判定。建物劣化調査結果については、4

段階に分類して評価している。 

  ※スケルトン（構造体）・・・容易に変更できないため建物の寿命に直接的な影響がある柱や梁（は

り）などの骨組みとなる部分 

※インフィル（内装・設備等）・・・定期的に更新するため寿命に直接的な影響がない屋根や外装、

内装、設備等の装備部分 

  

【図表：鉄筋コンクリート造の構造体劣化調査の流れ】 
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【図表：構造体劣化調査に基づく物理的（構造的）耐用年数の分類】 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：建築物劣化調査方法（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：建築物劣化調査に基づく健全判定の分類】 
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（４）学校施設整備の基本的な方針等 

 

①学校施設の規模・配置計画等の方針 

 学校施設の実態や目指すべき姿等を踏まえ，今後の学校施設の規模や配置計画に関する方

針について記載する。計画策定時点で個々の施設に係る方針が立てられない場合，今後の当

該方針の策定に向けた検討時期を記載することが重要である。 

 

解説： 

○基本的な考え方 

学校施設の長寿命化計画を実行性のあるものとするためには，学校統合の適否や，学校を

中心とした他の公共施設との複合化・共用化について検討し，その結果を計画に反映させる

ことが重要である。 

学校の規模適正化については、平成２７年１月２７日に、「公立小学校・中学校の適正規

模・適正配置等に関する手引」 （以下、「規模適正化等の手引」という。）が取りまとめら

れた。規模適正化等の手引においては，各地方公共団体において、これからの時代に求めら

れる教育内容や指導方法の改善の方向性も十分勘案しつつ、現在の学級数や児童生徒数の下

で、具体的にどのような教育上の課題があるか，総合的な観点から分析を行い，保護者や地

域住民と共通理解を図りながら，学校統合の適否等について考える必要があるとしている。 

学校施設は子供たちの学習・生活の場であるとともに，地域住民にとっても最も身近な施

設である。また，地震等の非常災害時には避難所としても重要な役割を担っている。そのた

め，将来の児童生徒数の動向や地域の実情，教育的な効果等を見極めつつ，規模適正化の手

引を参考にしながら，教育的な観点はもとより，地域コミュニティの核としての性格へも配

慮しつつ，適正な規模に見直すとともに，学校を中心として，他の公共施設との複合化・共

用化を含め，学校施設の規模・配置計画等の検討図りながら総量の圧縮等を進めていくこと

が重要である。 

 

○今後の学校施設の活用方針とその留意事項 

行動計画に記載した「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」7や「（２）学校施設の目

指すべき姿」，「（３）①学校施設の運営状況・活用状況等の実態」等を踏まえ，個々の施設

をどのように活用していくか検討する。代表的な活用方針の例としては，以下の３つが考え

られる。 

a.学校として機能を維持する学校 

b.今後，学校としての機能を維持しつつ，他の公共施設との複合化・共用化を検討する学校 

c.今後，統廃合を検討する学校 

 

 

 a～c それぞれについての留意事項は，以下のとおりである。 

 
                                                   
7 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（平成２６年４月２２日 総務省）において，「総

合管理計画に記載すべき事項」の一つとされている。 
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a.「学校としての機能を維持する学校」についての留意事項 

教育方法・内容等の変化に適応させることに留意しつつ，余裕教室などの空きスペース

の有効活用をより一層進めることが重要である。 

施設の転用が見込めない場合には，施設を保有しているだけでも維持管理修繕のための

費用が掛かることから，保有施設のうち不要となった部分を取り壊す「減築」を行うこと

も考えられる。 

 

b.「他の公共施設との複合化・共用化を検討する学校」についての留意事項 

学校施設が地域の核となることも視野に入れながら，地域の実情に応じ，他の文教施設

や高齢者福祉施設等の公共施設との複合化・共用化を図る場合，児童生徒等の安全や教育

環境への十分な配慮が重要である。 

なお，第２次教育振興基本計画（平成２５年６月閣議決定）において，社会全体で子供

たちの学びを支援し，学びの場である学校を拠点として地域コミュニティの形成を推進す

る観点から，学校施設と社会教育施設等との複合化や余裕教室の活用を促進することとさ

れている。 

（参考）「学校施設と他の公共施設等との複合化検討部会」について 

  文部科学省では，「学校施設と他の公共施設等との複合化検討部会」において，学校施

設と他の公共施設等との複合化の在り方について検討中であり，これらの情報についても

適宜情報提供するため留意されたい。 

 

c.「統廃合を検討する学校」についての留意事項 

地域の実情に応じて公立学校の適正配置の検討が行われる場合には，その検討状況に留

意しながら，学校施設整備の実施計画を策定する必要がある。すなわち，施設の改修や維

持管理等を効果的に進めていくためには，将来的な統廃合の予定や施設の転用の仕方等の

見込みを十分に考慮し，それらに応じて無駄のない適切な範囲・方法等を選定することが

重要である。 

 

○実行性のある計画とするために 

事業実施の確実性を担保する観点から，関係する情報や考え方を整理した上で，学校関係

者はもとより，関係部局や，地域住民等，できる限り多くの関係者による情報共有，意見交

換などを実施しつつ検討することが重要である。 

情報収集や関係者間の調整等に時間がかかり，現時点で個々の施設に係る方針が立てられ

ない場合も，今後の当該方針の策定に向けた具体的な検討時期を定め，確実に検討を進めて

いくことが重要である。 

その場合，「（６）①改修等の優先順位付けと実施計画の策定」において，今後も学校とし

ての機能を維持すると仮定して実施計画を策定し，「（６）②長寿命化のコストの見通し，長

寿命化の効果」においてそれに基づくコストの見通しを算定した結果，今後の財政見込を大

幅に上回る結果となった地方公共団体は，将来の施設マネジメントに問題を抱えていること

になる。そのため，今後の規模・配置計画等の方針の決定に向けて計画的に検討を進めた後，

改訂のタイミングで実施計画に反映できるようにする必要がある。  
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参考事例： 

 

○いたばし魅力ある学校づくりプラン 

→学校施設整備と適正規模・適正配置の連動 

 

・教育環境を学校施設・設備の老朽化というハード面に限定せず、学校規模や立地状況、新たな教育

課題に対応できる施設整備も含め、学校施設の改築・大規模改修と学校適正規模・適正配置を連動

させ、多面的な検討を行う。  

・今までの施設の老朽化を主眼とした施設整備から、将来にわたる学校の適正な規模の維持及び配置

等の教育環境の重要な要素である学校規模の観点を取り入れる。従って、整備着手校の順位の決定

は、従来の建築年や施設の老朽度を基本としつつも、将来の児童・生徒数の予測を基に、学校規模

や配置の適正化も重要な視点とする。  

・検討にあたっては、当該校だけでなく周辺の学校を含めて行い、学校の統合により適正規模・適正

配置が将来にわたり維持され、充実した教育環境を整えられる検討結果となった場合は、学校統合

に向けた具体的な統合計画・建築計画の策定を進める。 

 

  ▸検討・協議の流れ 

改築・大規模改修の検討 

開始時期 

①改築や大規模改修を検討するとき  

②学校規模の適正化を協議するとき 

内容  

教育委員会は、周辺校を含めた一定の区域の児童・

生徒数の推移や将来推計、地域の状況等を踏まえ、

学校統合の可能性と通学区域の見直しを検討する。 

※学校の適正規模・適正配置と学校施設の改築・改修を連動させて検討する。 

 

 

協議会設置 

設置時期  

改築や大規模改修の検討結果において、学校の

統合により適正規模・適正配置が将来にわたり

維持される、または教育環境がより向上すると

見込まれる学校の具体的な建築計画を検討す

るとき（設計着手の 2年前）  

組織  

小規模化の検討や学校支援等を目的に設置さ

れている既存組織の活用。 

協議期間  

２年間  

ただし、施設状況等によっては早急に協議会の結論 

をまとめる必要がある。 

※学校を統合する場合には、一定のエリアでの通学区域の再設定を行う。  

※当該校単独の改築の場合は協議会を設置せずに、学校改築の方針策定や設計段階において保護者や

地域との意見交換、アンケートを実施する。  

※当該校単独の改築・大規模改修であっても、一定エリアでの通学区域の再設定を行う場合がある。 
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・現在、人口増に伴う教室需要の課題や過小規模化への対応に急を要する学校が出現しており、教育

環境の重要な要素である適正規模の確保、施設整備に向けた検討や関係者との協議を進めていく必

要がある。 

 

▸大規模化の検討・協議の流れ 

情報提供・意見交換 

開始時期 

①学級数の増加により５年以内に教室の不足

が見込まれるとき  

②３００戸以上の大規模集合住宅の建築情報

を得たとき 

内容  

①教育委員会は、児童・生徒数の推移や将来推計、

学校施設状況、大規模集合住宅建築計画の情報を提 

供する。  

②学校、保護者、地域、学校関係者等と意見交換を

行う。 

・教育委員会は、適切な児童・生徒数予測と大規模集合住宅建築に関する情報収集に努める。  

・各学校は、日常から保護者、地域、学校関係者と学校規模に関する問題意識の共有に努める。 

 

  

協議会設置 

設置  

大規模化に関して、教室不足等で協議する必要

がある場合には、複数校にわたる地域で協議会

の設置を検討する。 

協議内容  

通学区域変更と施設の増改築  

協議期間  

教室不足等の課題解決に必要な期限までに結論を

得る。（概ね１年間） 

 

  ▸小規模化の検討・協議の流れ 

情報提供・意見交換 

開始時期  

〔小学校〕  

①全学年が単学級になったとき  

②急激な児童数の減尐が予測されるとき  

〔中学校〕  

①単学級の学年が出現したとき  

②急激な生徒数の減少が予測されるとき 

内 容  

①教育委員会は、児童・生徒数の推移や将来推計、

学校施設状況、地域の状況等の情報を提供する。  

②学校、保護者、地域、学校関係者等と意見交換を

行う。 

・各学校は、日常から保護者、地域、学校関係者と学校規模に関する問題意識の共有に努める。 
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協議会設置 

設置時期  

〔小学校〕  

①全校６学級で全校児童数120人未満になった

とき  

②10 人未満の学年が出現したとき  

〔中学校〕  

全校５学級以下で 20 人未満の学年が出現した

とき 

協議内容  

①（小規模校）  

児童・生徒数の回復に向けた方策の検討及び取り組

み  

②学校適正規模・適正配置の協議  

通学区域変更や改築・大規模改修を絡めた学校適正

規模・適正配置 

協議期間  

２年間で結論をまとめる。  

ただし、以下の場合は教育環境を整えるためにこれ

によらず、早急に協議会の結論をまとめる必要があ

る。  

①小学校で複式学級が想定される５人以下の学年

が出現した場合  

②中学校で 10 人未満の学年が出現した場合 

・周辺校も含めた一定のエリアにおいて協議会を設置する。  

・適正規模にするための取り組みをしてもなお児童・生徒数が回復しない場合は周辺校を含む一定エ

リアでの学校適正規模・適正配置（統合による新しい学校の新設）を前提とした改築や大規模改修を

検討する。  

・学校規模を回復した場合には、協議会を中断し推移を見守る。ただし、再び著しい減尐が起きた場

合には、協議を再開し速やかに結論をまとめる。 

 

【図表：改築・大規模改修と学校適正規模・適正配置を連動させたイメージ】 
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秦野市公共施設再配置計画 

→40年後の公共施設のイメージ図を提示 

 

・秦野市では、公共施設の再配置を効果的に進めるために、全市的、総合的な視点から、施設や設備

等の共用による多目的な利用の可能性や効果について検討し、柔軟性を持った施設活用による多機

能化を進めるとしている。 

・また、優先順位の低い施設については、原則的に統廃合の対象とすることや、公民館の総合的な施

設への移行と連携して、学校教育に支障のない範囲で学校開放事業の取組みを拡充し、地域施設と

しての利活用に取り組むこととしている。 

・その上で、40 年後の将来に想定される小中学校を中心としたエリア毎の施設集約のイメージを提示

している。 

 

【図表：将来イメージ（本町地区）】 
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②改修等の基本的な方針 

学校施設の実態を踏まえつつ，目指すべき姿を実現していくための改修等の基本的な方針

を示す。 

 

解説： 

 「（３）学校施設の実態把握」を踏まえ，「（２）学校施設の目指すべき姿」において示し

た姿を将来にわたって持続的に実現していくための基本的な方針を示す。 

基本的な方針の例としては，長寿命化の方針や予防保全の方針のほか，各地方公共団体の

実情に応じた個別課題への対応方針等を記載することが考えられる。 

 

○長寿命化 

国，地方の厳しい財政状況の下では，従来の改築を中心とした老朽化対策では，対応しき

れない施設が大幅に増加する恐れがある。事業にかかるトータルコストの縮減・平準化を実

現するためには，改築より工事費が安価で，廃棄物や二酸化炭素の排出量が少ない長寿命化

改修への転換を図るようにすることが必要である。以下に示すような施設を除き，原則とし

て長寿命化改修を行うことが望ましい。 

・鉄筋コンクリート劣化が激しく，改修に多額の費用がかかるため，改築した方が経済的

に望ましい施設 

・コンクリート強度が著しく低い施設（おおむね 13.5N/mm2以下） 

・基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している施設 

・校地環境の安全性が欠如している施設 

 ・建物の配置に問題があり，改修によっては適切な教育環境を確保できない施設 

 ・学校の適正配置など地域の実情により改築せざるを得ない施設 

 

○目標使用年数の設定 

 学校施設は法定耐用年数が定められており，鉄筋コンクリート造の学校施設の場合，４７

年となっている8が，これは飽くまで税務上，減価償却費を算定するためのものである。実

際の学校施設の物理的な耐用年数はこれより長く，適切な維持管理がなされ，コンクリート

及び鉄筋の強度が確保される場合には７０～８０年程度，さらに，技術的には１００年以上

持たせるような長寿命化も可能である9。 

 これを踏まえ，「（３）②学校施設の老朽化状況の実態把握」における構造躯体の健全性の

評価結果等に基づき，学校施設の目標使用年数を設定する。 

 

 

                                                   
8 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）において建物の構造・用途別

に定められている。 

9 建築物全体の望ましい目標使用年数として，鉄筋コンクリート造学校の場合，普通品質で５０～８０年，

高品質の場合は８０～１２０年とされている（「建築物の耐久計画に関する考え方」社団法人日本建築

学会，昭和６３年）。 
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（目標使用年数の設定例：神奈川県川崎市の場合） 

 

・「建築物の耐久計画に関する考え方」10の「中性化深さに基づく耐用年数の推定方法の例」

に基づき 80 年と設定。 

・鉄筋コンクリート造躯体の推定耐用年数（Y）は，鉄筋の防錆処理を行わない通常の建物

の場合，次の式によって求めることとされている。 

 

   Y＝Ys×A×B×C×D×E×F×G×H 

65×1.0×1.0×1.0×056×1.5×1.5×1.0×1.0＝81.9≒82 年  

  

YS＝標準耐用年数（65 年）  

⇒一般の区分の供用限界期間（65 年）とした。  

A：コンクリート種類 普通コンクリート＝1.0 軽量コンクリート＝0.95  

⇒既存建物の状況より普通コンクリート（1.0）とした。  

B：セメント種類 ポルトランドセメント＝1.0 高炉セメント A＝0.85 高炉セメント B＝0.8  

⇒既存建物の状況よりポルトランドセメント（1.0）とした。  

C：水セメント比 65％＝1.0 60％＝1.2 55％＝1.5  

⇒既存建物の状況より 65％（1.0）とした。  

D：被り厚さ 20 ㎜＝0.25 30 ㎜＝0.56 40 ㎜＝1.0 50 ㎜＝1.56  

⇒既存建物の状況より 30 ㎜（0.56）とした。  

E：外壁仕上げ材 無＝0.5 複層塗材＝1.0 モルタル 15 ㎜以上＝1.5 タイル＝3.0  

⇒古い建物はモルタルのうえ複層塗材で、又比較的新しい建物は、コンクリートの打ち増し 15～20mm してい

るので同等と考えた（1.5）。  

F：コンクリートの施工状況 通常の施工＝1.0 入念な施工＝1.5  

⇒市監督員が適切な現場監理を実施していることから、入念な施工（1.5）とした。  

G：建物維持保全の程度 劣化後も補修しない＝0.5 劣化部分を補修する＝1.0  

⇒既存建物の事後保全を実施しており劣化部分を補修する（1.0）とした。  

H：地域 一般＝1.0 凍結融解を受ける地域＝0.9 海岸＝0.8 

 ⇒一般（1.0）とした。 

 

 

（目標使用年数の設定例：愛知県西尾市の場合） 

 

・建築後３０年以上経過した鉄筋コンクリート造１１９棟の物理的耐用年数の調査を行い、この調査結

果から、３０年以上経過した構造体の劣化の程度でも法定耐用年数を超えて使用（＝長寿命化）でき

る建物が多かったことが判明。（物理的耐用年数が８０年以上と判断される建物が約５８．８％、７０

年以上が約１６．８％、６０年以上が約１６％だった） 
 

                                                   
10 一般社団法人 日本建築学会（昭和 63 年） 
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・このような建物の使用年数や物理的な耐久性能等の調査研究結果を踏まえ，「建築物の耐久計画に関す

る考え方」の中で、「目標耐用年数の定め方」で示された建物の構造別に目標耐用年数に準拠すること

とした（下記図表２－３）。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

○改修周期の設定 

 学校施設をあらかじめ設定した目標使用耐用年数まで使用するため，必要な改修の周期を

設定する。例えば，築２０年経過後に現状回復のための改修を行い，目標使用耐用年数の中

間期に長寿命化改修を実施，その後改築までの期間に再度原状回復のための改修を行うなど，

定期的に必要な改修を行うことで建物を長寿命化することが重要である（図表８下記「改築

中心から長寿命化への転換のイメージ」参照）。また，あらかじめ周期を定めて定期的な改

修を行うことは，建物を長寿命化することができるだけでなく，学校施設の機能・性能の低

下を長期間放置することなく求められている水準まで引き上げる機会を定期的に得ること

ができるというメリットもある。 

 



47 
 

 

図表８ 改築中心から長寿命化への転換のイメージ 

  

経年による機能・性能の劣化

経年による

機能・性能の劣化

年20 8040 60竣工

長寿命化改修
（機能向上）

・コンクリート中性化対策
・鉄筋の腐食対策
・耐久性に優れた仕上材へ

の取り替え
・多様な学習内容・学習

形態への対応

大規模改造
（原状回復）

・外装、内装等の改修
・断熱化等のエコ改修
・トイレ改修
・空調設置

大規模改造
（原状回復）

・外装、内装等の改修
・断熱化等のエコ改修
・トイレ改修
・空調設置

40～50年間

70～80年間

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

改
築
中
心
の
イ
メ
ー
ジ

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ

改築

長寿命化改修費
（改築の６割

程度の費用）

改築改築

建物の水準

建物の水準

改築費 改築費

大規模改造費
（予防保全的な改修）

改築費

年
20 8040 60竣工

大規模改造費
（事後保全的な改修）

大規模改造費
（事後保全的な改修）

大規模改造費
（予防保全的な改修）
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○予防保全 

建物をできる限り長く使うため，適切な維持管理を行っていくことが重要であり，そのた

めには，老朽化による劣化・破損等の大規模な不具合が生じた後に保全を行う「事後保全」

だけではなく，損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実施することで機能の保

持・回復を図る「予防保全」を導入することも有効である。「予防保全」を行うことにより，

突発的な事故や突発的な費用発生を減少させることができ，施設の不具合による被害のリス

クを緩和することや，維持管理や改修等の費用を平準化することが可能となできる。その際，

予防保全を行うことによって維持管理のトータルコストを下げることができるが，毎年の維

持管理費として一定程度の費用を見込む必要があることに留意する必要がある。 

 

○その他，個別の課題への対応 

各地方公共団体において，地域の実情に応じ，学校施設が果たす役割，機能，活用利用状

況，重要性等の，整備を実施する際に考慮すべき事項を設定の上，それらに基づく基本的な

考え方を明確化する。 
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参考事例： 

 

○川崎市学校施設長期保全計画  

 →全ての学校を長寿命化する方針を明確化 

 

・再生整備や予防保全により、内外装改修や設備改修などの老朽化対策、内装の木質化やトイレの快

適化などの教育環境の質的向上、断熱化や太陽光発電設備の設置などの環境対策を計画的に実施し、

より多くの学校の教育環境を早期かつ効率的に改善するとともに、長寿命化を推進し、財政支出の

縮減と平準化を図る。 

 

【図表：長期保全計画に基づく取組】 

 

 

 

 

 

 

・日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」をもとに、建築物の目標耐用年数を 80年と設定。 

・計画的に保全を行うために、築年数により、それぞれの学校を３つのグループに分類し、グループ

ごとに整備メニューを設定し、計画的に予防保全及び再生整備を実施することとしている。 

 

Ａグループ（築年数 20年以下） 

▶建築後 20年から計画的に予防保全を実施する学校 

 

【図表：Ａグループの整備実施時期】※費用は 6,000 ㎡の学校を想定 
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【図表：Ａグループの整備メニュー】 

項目 整備メニュー 

校舎予防保全① 防水・外壁改修・内装補修・電気設備改修・エレベータ改修等 

  

校舎設備予防保全 給排水衛生設備改修・空調設備改修・受変電設備改修  

給食室改修・プール更新等 

 

Ｂグループ（築年数 21年～30年） 

▶建築後30年、40年目及び50年目に段階的に再生整備による老朽化対策・機能向上を行ったのち。

計画的に予防保全を実施する学校。 

 

【図表：Ｂグループの整備実施時期】※費用は 6,000 ㎡の学校を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：Ｂグループの整備メニュー】 

項目 整備メニュー 

校舎再生整備① 防水・外壁改修・トイレ改修・エレベータ設置・太陽光発電（蓄電池

含む）等 

校舎再生整備② 内装改修・断熱化・電気設備改修等 

校舎予防保全③ 防水・外壁改修 

校舎予防保全④ 内装・電気設備改修等 

校舎設備再生 給排水衛生設備改修・空調設備改修・受変電設備改修・給食室改修・

プール更新等 
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Ｃグループ（築年数 31年以上） 

▶建築後 40年及び 50 年目に再生整備による老朽化対策・機能向上を行ったのち、計画的に予防保

全を実施する学校 

 

【図表：Ｃグループの整備実施時期】※費用は 6,000 ㎡の学校を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：Ｃグループの整備メニュー】 

項目 整備メニュー 

校舎再生整備③ 防水・外壁改修・トイレ改修・電気設備改修・エレベータ設置  

内装改修・断熱化・太陽光発電（蓄電池含む）等 

校舎予防保全① 防水・外壁改修・内装補修・電気設備改修・エレベータ改修等 

校舎設備再生 給排水衛生設備改修・空調設備改修・受変電設備改修  

給食室改修・プール更新等 
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○さいたま市公共施設マネジメント計画第１次アクションプラン 

→「ハコモノ三原則」で新規整備を抑制しつつ、長寿命化により機能を維持・拡充 

 

・施設の改修、更新に係る将来コスト試算の結果（一般財源ベースで年平均 155 億円の財源不足）を

踏まえ、全体目標である「ハコモノ三原則」を設定し、新規整備を抑制し、施設の複合化を推進し

ながら、施設総量を縮減する方向性を打ち出している。 

 

▶ハコモノ三原則 

「新規整備は行わない（総量規制の範囲内で行う）」 

「施設の更新（建替）は複合施設とする」 

「施設総量（総床面積）を縮減する」 

 

・「ハコモノ三原則」により新規整備を抑制しつつ、機能やサービスの維持、拡充を図る前提として、

長寿命化及びアセットマネジメントを推進することにより、既存施設を有効活用することとしてい

る。 

 

  ▶長寿命化：個別施設の有効活用 

・適切な補修・大規模改修を行うことにより、建替えの周期を 60 年以上※に延ばし、個別施設に

おけるトータルコストを縮減する。 

・減価償却費を含む資本的支出を、施設の改修・更新にかかる経常的な経費として認識すること

でも、トータルコストの縮減を図る。 

 

▶アセットマネジメント：中長期的な改修・更新コストの縮減・平準化 

・個別施設の長寿命化を踏まえた、分野ごとの中長期的な改修・更新計画を策定し、計画的な施

設の改修・更新を推進する。 

・その際には、トータルコストを縮減するだけでなく、特定の時期に改修・更新にかかる財政支

出が過度に集中しないように平準化する。 

 

※既存の建築物を標準で 60 年使用し、躯体の健全性調査の結果が良好な場合は、80 年以上使用す

ることを目標とする。 
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【図表：建築物の将来活用方策の判定フロー】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○名古屋市アセットマネジメント推進プラン 

→リニューアル改修と計画保全による長寿命化 

 

・施設を適切に管理し、本来の機能を十分に発揮できる状態に保つために、計画的・効率的な維持管

理を実施するとともに、施設の長寿命化による経費の抑制と平準化を図る。 

 

【図表：性能劣化と社会的要求水準】 
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・市設建築物の大部分を占める鉄筋コンクリート造の建物は、一般的に構造体の耐用年数は 60～65 年

といわれているが、名古屋市の行った構造体耐久性調査ではさらに長い期間期待できるものがある

ことが判明。 

 

【図表：構造体耐久性調査の結果（平成 22年度までの調査）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後は原則として、改築に替えて構造体の耐用年数まで使うことを目標に、「リニューアル改修」、

「セミリニューアル改修」、「計画保全」などの手法によって機能を向上または回復させることによ

り長寿命化を進め、財政負担の抑制と平準化を図ることとする。 

 

▶リニューアル改修 

・リニューアル改修は改築の代替となるもので、概ね築 40 年程度の時期に以後 40 年程度の使用

を目標とした改修を行う。  

・建物の構造体を残して、内外装の改修、設備機器の更新、間取りの変更などを行い、現在の社

会的要求水準を満たすように整備する。  

 

▶セミリニューアル改修 

・セミリニューアル改修は構造体の残りの寿命が 20 年程度の場合または建設当初からの社会的要

求水準の変化が少なく、現状との機能の差が小さい場合に機能回復を主な目的とし、内外装や

設備機器の部分的な更新・改修をまとめて整備する。  

 

▶計画保全 

・建物の機能と性能を維持しつつ、良好な状態で施設を運営し、サービスを提供するためには、

時間とともに各所で進む劣化や故障が他の箇所に影響を及ぼす前に計画的・予防的に改修また

は更新を行う計画保全が効果的である。 

・今後、新築、改築及びリニューアル改修など一定の施設整備がされたものについては長期保全

計画を作成し、計画保全に努める。 
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【図表：建物寿命 80 年とした場合の長寿命化の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表：長寿命化した場合の施設整備費の抑制効果】 
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（５）施設整備の水準等の設定 

  

①改修等の整備水準の設定 

「（３）②学校施設の老朽化状況の実態把握」において把握した現状の整備水準を踏まえ，

域内の学校施設に関する統一的な方針として，今後の改修等による整備水準を設定する。 

 

解説： 

改修（特に長寿命化改修）の実施に当たっては，単に数十年前の建築時の状態に戻すので

はなく，構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるとともに，

省エネ化や多様な学習形態による活動が可能となる環境の提供など現代の社会的に要請に

応じるための改修を行うことが重要である。 

そのため，「（３）②学校施設の老朽化状況の実態把握」において把握した施設の現状から，

今後の改修等によりどの水準まで引き上げるか，施設の部位毎に検討し，域内の学校施設に

関する統一的な方針を設定する。 

これにより，域内の学校施設について，建物を長期的に使用するために必要な改修等の水

準や，将来の社会的要求水準の高まりへの対応，類似用途・規模の施設における整備水準の

統一を図ることができる。また，部位毎のおおまかな整備費用を見積もることができるため

劣化が進んでいる部位のみを選択して改修することで，今後の大規模改修等を行う際に必要

となる額を予め想定できるだけでなく，限られた予算を効率的・効果的に活用することがで

きる。 

「（６）長寿命化の実施計画」を検討する際には，ここで示した改修等の整備水準の方針

を踏まえたものとする必要がある。 

 

○整備水準の設定項目例 

整備水準を検討する項目（部位）としては，「（３）②学校施設の老朽化状況の実態把握」

と同様，以下のものが考えられる。 
 （安全面） 

・内装 
・外装 
・非構造部材の耐震対策 
・防災機能 
・防犯対策 
・事故防止の対策 
・アスベストの対策 

（機能面） 
 ・設備（空調、給排水等） 
 ・学習環境（少人数学習等） 
・少人数教育への対応 
・ICT 設備の仕様 
・バリアフリー 
・空調換気設備 
・給排水衛生設備 
・トイレの仕様 

（環境面） 
 ・断熱性能 

 ・日射遮蔽性能 

 ・遮音性能 

 ・設備の高効率化 
・太陽光パネル 
・木材利用 
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○整備水準の設定について 

全ての部位において整備水準を高めることでコストが高くなる一方で，建物性能の向上に

より，建物寿命が延びたり，光熱水費の縮減につながることもある。整備水準の設定に当た

っては，可能な限り，ライフサイクルでのコストを試算し，それを基に予算の見通しに応じ

た水準を設定することが有効である。 
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参考事例： 

 

○立川市公共施設保全計画 

 →各部位、スペース毎の改修の整備レベルの設定 

 

・建物の基本的性能の向上を図るとともに、省エネ化やバリアフリー、防災などの機能を向上に向け

た改修の整備レベルを、屋根や外壁、電気設備等の各部位、スペース毎に設定する。 

・すべての部位等を最高グレードの整備レベルを設定するとコストが高くなるため、少ないコストで

大きな効果が得られるよう設定する。 

 

【図表：整備レベル】 
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▸省エネ化・低炭素化等に関する改修レベルを設定し、建物性能向上を図り、大規模改修する場合

（図中「改修案１」）と現状の整備レベルにより大規模改造を実施する場合（図中「改修案２」）

のそれぞれのコストを比較。 

▸改修案 2と比較した場合の改修案１のコスト試算結果は、25 年間で改修費の増加と光熱水費の削

減を合わせて、差し引き 4.2％の増加となった。 

▸費用対効果等を検討し、学校については環境配慮や CO2 の削減、断熱による居住環境の向上や結

露防止による躯体の長寿命化を図る必要があるため、改修案１により大規模改修を実施すること

とする。 
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②維持管理の項目・手法等の設定 

  各学校施設の維持管理を効率的・効果的に実施するため，維持管理の点検・評価の項目

を整理する。また，点検・評価の項目毎に調査や修繕補修の方法，周期等を設定する。 

 

解説： 

「（３）②学校施設の老朽化状況の実態把握」において把握した項目のうち，今後も継

続的に維持管理の点検・評価の対象とする項目を選定する。選定した部位毎にチェックリ

ストを作成し，劣化状況の点検方法，点検実施頻度等を設定する。また，部位毎に事後保

全・予防保全の別を決定し，計画的に修繕補修等を行うことが重要である。 

なお，老朽化が原因で発生する不具合のうち軽微なものについては，教職員により処置

され，教育委員会と共有されなかったり，当該情報が蓄積されないこともある。日常の活

動の中で発生したこれらの不具合についても，蓄積できるよう工夫することが望ましい。 

 

（維持管理に係る予算について） 

その際，予防保全を行うことによって維持管理のトータルコストを下げることができる

が，毎年の維持管理費として一定程度の費用を見込む必要があることに留意する必要があ

る。 

  施設の点検・評価の結果については，データベース等に蓄積することにより，今後の老

朽化の予測，長寿命化の目標年数等の検討に活用することが望ましい（「（７）①情報基盤

の整備と活用」参照）。 

なお，効率的な点検・評価を行うためには，建築基準法第１２条に基づく定期点検等の

法定点検の結果を活用することも有効である。 

 

（点検・評価結果の蓄積） 

  施設の点検・評価の結果については，データベース等に蓄積することにより，今後の老

朽化の予測，長寿命化の目標年数等の検討に活用することが望ましい（「（７）①情報基盤

の整備と活用」参照）。 

なお，効率的な点検・評価を行うためには，１２条点検等の法定点検の結果を活用する

ことも有効であるが，定期点検等の対象となっていない箇所についても，１２条点検等と

併せて点検を行うことが望ましい。また，１２条点検等の対象となっていない学校につい

ても，定期的に点検・評価を行うことが望ましい。 

 

  文部科学省では，平成２７年度に，学校施設における維持管理の重要性や手法等につい

てわかりやすく解説した手引を作成する予定である。参考にされたい。 
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参考事例： 

 

○調布市公共建築物維持保全計画 

→部位毎に計画更新年数及び保全の分類を設定 

 

・公共建築物及び建築物に付随する設備を，部位ごとに定めた計画更新年数に基づき，建築や最終改

修からの経過年数や部位の劣化状況に応じて，周期的に改修を行うものとする。 

・公共建築物の機能を長期にわたり最大限発揮できるように，経年劣化による建築物 への影響が大

きい部位については計画的な予防保全を基本とし，経年による機能的な劣化が少ないと考えられる

部位（内装等）については，事後保全として必要に応じて，その都度，改修するものとする。 

・部位毎の計画更新年数と保全分類の設定にあたっては、『建築物のライフサイクルコスト（編集・発

行：（財）建築保全センター）』や東京都の発行する『東京都財務局修繕・更新計画標準』を参考に、

施工上の仕様や仕様部材の材質等を踏まえ設定した。 

 

【図表：部位毎の計画更新年数及び保全の分類】 
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○名古屋市アセットマネジメント推進プラン 

→「応急保全」の実施及び「計画保全」への移行 

 

・「（４）学校施設整備の基本的な方針等②改修等の基本的な方針」参考事例に掲載したとおり、名古

屋市では、今後、施設の維持保全に関して、不具合が発生する前に予防的に修繕・更新などを行う

計画保全を実施することとしているが、これまで一般施設では、劣化や故障が起きてからの対応が

中心であったため、築年数の古い施設では標準的な更新年数をかなり経過した設備などもある。 

・これらの施設に対して施設を安全な状態で維持し、サービスを継続的に提供するために必要な最小

限度の保全（以下、「応急保全」という。）を図り、その後に計画保全へ移行していくこととしてい

る。 

・応急保全は、原則として建物の老朽化や設備機器の劣化に対し、建設当初の施設機能の維持を目的

として行い、対象となる部位や設備機器は、施設の安全性（外壁タイルの落下、防災設備の故障な

ど利用者の安全の確保）や長期的な施設の利活用（劣化を放置することにより将来的な補修費の増

大を招くもの、施設運営に重大な支障をきたすもの）の視点から下記の通り整理することとする。 

 

【図表：応急保全項目】 
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○武蔵野市 劣化カルテ 

  

毎年度，学校施設を含む市有施設について劣化調査を実施して劣化カルテを作成し，それを基に計

画的な保全を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査番号 5 実施日 2013/05/01 調査者

施設コード 020301 施設名

枝番 01 建物名

階 各階 設置場所 外壁

延命判定 未使用 最終得点 未使用 調査年 2014年

区分 建築 項目 外壁 標準耐用年 40年

部位 金属仕上 残存年数 3年

名称 アルミパネル-  ( 外壁-アルミパネル ) 施工年 1977年

仕様 アルミ製 最終更新年 1977年1月

数量 44㎡ 系統

法的指摘 　　■　無し　　　　□　有り 危険性 　　■　無し　　　　□　有り

事故歴 　　■　無し　　□　有無不明　　□　有り　　□　原因不明

調査時経過年 36年 100 50 25 0

劣化状況 評価 0点 重要度係数

顕

著

に

認

め

る

認

め

ら

れ

る

わ

ず

か

に

認

め

る

認

め

ら

れ

な

い

･汚れ・変色・退色がみられるか 10 ●

･白亜化現象がみられるか（チョーキング） 30 ●

･錆・腐食がみられるか 30 ●

･傷・へこみ等の変形がみられるか 10 ●

・シーリング材の破断、硬化、剥離はみられるか 20 ●

保全状況 □ 定期点検は実施していない

□ 具体的問題が発生した時点での点検を実施している

□ 定期点検は実施している

清掃状況 □ 清掃は実施していない

□ 汚れが付着した時に清掃をしている

□ 定期的清掃を実施している

指摘

対策

備考

調査番号 13 実施日 2011/07/06 調査者 SYSTEM

施設コード 020301 施設名

枝番 01 建物名

階 １Ｆ 設置場所 詰所

延命判定 未使用 最終得点 未使用 調査年 2014年

区分 空調 項目 小型空気調和機 標準耐用年 15年

部位 ヒートポンプパッケージ__天井吊り_( 露出 )_形_室内機２台_（T：CR）残存年数 -9年

名称 空冷ヒートポンプ（ｾﾊﾟﾚｰﾄ型）-室内機(壁掛型)＋室外機  ( 小型空調機-空冷ヒートポンプ（ｾﾊﾟﾚｰﾄ型） )施工年 1990年

仕様 相当馬力　3.0馬力　冷房能力　7.1kw　（3.2 - 8.0）kw　 最終更新年 1990年1月

数量 1組 系統

法的指摘 　　■　無し　　　　□　有り 危険性 　　■　無し　　　　□　有り

事故歴 　　■　無し　　□　有無不明　　□　有り　　□　原因不明

調査時経過年 0年 100 50 25 0

劣化状況 評価 0点 重要度係数

顕

著
に

認

め
る

認
め

ら

れ
る

わ

ず

か
に

認

め
る

認

め
ら

れ

な
い

外盤の腐食 15 ●

コイル・ドレンパンの腐食 35 ●

内部補強材の腐食や断熱材の剥離 35 ●

フィルター・ファンの汚損・異常音 15 ●

保全状況 □ 故障したとき直す程度である。

□ 日常点検・整備を計画的に行っている。

□ 専門業者とﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ又は点検整備契約を結び予防保全を実施している。

清掃状況 □

□

□

指摘

対策

備考
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（６）長寿命化の実施計画 

 

①改修等の優先順位付けと実施計画の策定 

 今後の学校施設の改修等に関する優先順位付けの考え方を示した上で，今後の改修等の内

容や時期，費用等を整理し，年次計画を策定する。計画策定時点において，個々の施設に係

る規模・配置計画等の方針が立っていない場合には，今後も学校施設としての機能を維持す

ると仮定して，実施計画を策定するものとする。 

 

解説： 

○改修等の優先順位付け 

各対象施設に関して，「（３）学校施設の実態把握」や，「（４）学校施設整備の基本的な方

針等」，「（５）施設整備の水準等の設定」を踏まえ，今後の学校施設の改修等に関する優先

順位付けの考え方を明確化する。 

優先順位付けの方法としては，統廃合や複合化・共用化等の施設の活用方針を踏まえつつ，

構造躯体やそれ以外の部位の劣化状況を点数化した上で，序列をつけることなどが考えられ

る。 

なお，この優先順位付けの考え方は，今後，対外的に説明する際にも重要なポイントとな

る。客観的な指標に基づく，分かりやすいものとすることが重要である。 

 

○実施計画の策定 

優先順位付けの考え方を基に，学校施設毎に今後の改修等の時期や方法，費用見込み等に

ついて整理するとともに，「（３）①学校施設の利用状況・運営状況・活用状況等の実態把握」

において把握した人口状況や財政状況から財政制約を設定し，今後，個々の学校施設整備を

実行していくための年次計画を策定する。 

 

 

 実施計画に改修等の年次や費用を記載する対象の単位としては，以下のパターンが考えら

れるが，可能な限り詳細な単位で示すことが望ましい。 

・一定数の学校のグループ毎に示す（劣化状況や改修方法等によるグルーピング） 

・学校毎に示す 

・「校舎」「体育館」等の区分毎に示す 

・棟毎に示す 

 

計画策定時点において，個々の施設に係る規模・配置計画等の方針が立っていない場合

には，今後も学校としての機能を維持すると仮定して，実施計画を策定するものとする。 

その場合，「（６）②長寿命化のコストの見通し，長寿命化の効果」においてコストの見

通しを算定した結果，今後の財政見込を大幅に上回る結果となった地方公共団体は，将来

の施設マネジメントに問題を抱えていることになる。そのため，「（４）①学校施設の規模・

配置計画等の方針」で示したとおり，今後の規模・配置計画等の方針の決定に向けて計画

的に検討を進め，改訂のタイミングで実施計画に反映できるようにする必要がある。 
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実施計画の策定に当たっては，現実的な財政制約の設定を行い，実行性のあるものとなる

よう，十分な検討を行う必要がある。特に，長寿命化改修の工事は，建物全体の改修工事と

なるため，工事期間が長くなりがちである。大量の改修需要に対応するためには，春休みや

冬休みも工事を行う前提で計画を策定することが有効である。また，実際に計画に基づいて

事業を実施する際にも，債務負担行為により事業を複数年契約にして工期を柔軟に設定でき

るようにするなど，実行性を高める工夫を行うことが望ましい。 

 

 

 

参考事例： 

 

○立川市公共施設保全計画 

→総合劣化度と施設重要度による保全優先度の判定 

 

・劣化状況調査（「（３）②学校施設の老朽状況の実態把握 参考事例」参照）により評価した各部位

毎に評価指標ポイントと部位別重要度係数を乗じて部位別ポイントを算出し、部位別ポイントの平

均値を「現況劣化度」とする。 

 

 ▸「現況劣化度」 ＝ 

 

▸評価指標点数 

Ａ評価 概ね良好 10 点 

Ｂ評価 部分的に劣化が見られる 40 点 

Ｃ評価 全体的に劣化が見られる 70 点 

Ｄ評価 早急に対応する必要がある劣化・不具合 100 点 

 

 ▸重要度係数 

 

 

 

 

 

・現況劣化度と築後年数により施設毎に点数化し、「総合劣化度」を算出する。なお、複数棟ある建物

の場合は、それぞれの平均値を採用している。 

 

 

 

施設管理上の重要度・建物全

体の安全性・機能性の確保に及

ぼす影響 

大きい 1.0 

中 0.75 

小 0.5 

軽微 0.25 

∑（部位別評価点数×部位の重要度係数） 

部位数 
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【図表：評価の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・立川市防災計画を基に災害時の応急活動拠点、避難所、生活に不可欠な供給処理施設の観点から、

それぞれの重要度により「施設重要度」を設定する。 

 

【図表：施設重要度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価
評価の
ポイント

部位別重
要度係数

部位別
ポイント

外部仕上げ 屋根・屋上 B 40 0.75 30

外壁 C 70 1 70

外部開口部 C 70 0.5 35

外部天井 B 40 0.5 20

外部床 - 0 0.25 0

外部雑 D 100 0.25 25

内部仕上げ 内部床 A 10 0.25 2.5

（部屋別） 内部壁 C 70 0.25 17.5

内部天井 A 10 0.25 2.5

内部開口部 A 10 0.25 2.5

中間材 B 40 0.25 10

内部雑 A 10 0.25

電気設備 受変電設備 0 1 0

幹線設備 A 10 1 10

動力･電力･ｺﾝｾﾝﾄ A 10 0.5 5

通信設備 A 10 0.5 5

防災設備 A 10 1 10

中央監視設備 0 0.75 0

部　位　

C
排煙設備 空調機器設備 C 70 0.75 52.5

ダクト設備 - 0 0.75 0

配管設備 - 0 0.75 0

換気設備 B 40 1

排煙設備 0 0.75 0

その他空調換気設備 0 0.25 0

その他設備 昇降機設備 A 10 0.75 7.5

機械駐車設備 0 0.25 0

その他設備 0 0.25 0

19 合計 410

総合劣化度 21.1+28　　　　　49.1

28.0

410÷19　　　　　　21.1

評価部位数

現況劣化度

築後年数

 総合劣化度 現況劣化度 築後年数

 分類 建物数

Ⅰ（高） 市庁舎

（市庁舎） 小・中学校

（一時避難所） 供給処理施設

学習館

Ⅱ（中） 学習等供用施設他

（二次避難所） 保育園、児童館他

（福祉避難所） 福祉会館、福祉作業所他

市民体育館

旧庁舎、消防団分団

歴史民俗資料館他

市民会館

Ⅲ（低） 武道場

その他 地域サービスセンター他

連絡所他

駐車場、集会所他

重要度

３４建物

６３建物

２３建物

高

低
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・「総合劣化度」と「施設重要度」から，優先順位を下記のマトリックス表の優先度①～⑥の順とし，

かつ，それぞれの①～⑥のグループの中で総合劣化度のポイントが高い順としている。 

 

【図表：総合劣化度と施設重要度によるマトリックス表】 
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○さいたま市公共施設マネジメント計画第１次アクションプラン 

→工期毎の検討対象施設と年次計画の策定 

 

・「さいたま市公共施設マネジメント計画」の計画期間（平成２４年～６２年度）を４期に分け，期毎

の具体的な工程表を定めたものとなっている。第１期（H26～H32）が第１次アクションプランにあ

たるものである。個々の学校施設を「更新の在り方を検討する施設」と「第１期に修繕・改修を行

う施設」の２つに分け，それぞれの工程表を定めている。 

・「更新の在り方を検討する施設」については，下記の表のとおり，個々の学校毎に「方向性検討」「更

新又は長寿命化修繕予定」等の予定を年次的に示している。 

・また，「第１期に修繕・改修を行う施設」については，下記の表のとおり，第１期のうちに中規模修

繕（築２０年目，築２１年以上経過）及び大規模修繕（築４０年目，築４１年以上経過）を行う学

校施設をそれぞれ示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
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○苫小牧市小・中学校施設整備計画 

→整備方向性と工事メニューによる年次計画の策定 

 

・既存施設の目標使用年数を６５年と定めた上で，今後４０年間の整備の方向性を４期に分けて示し

ている。下記の表では，建設年代（縦軸）と改修や改築の時期（横軸）の関係を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

 

・また，第１期の平成２５年度～平成３４年度については，下記の表のとおり，具体的な整備計画を

策定している。表の中では，新・増築，統廃合，改築，大規模改修，耐震改修等のメニュー毎に，

設計や工事の実施時期を示している。 
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○習志野市学校施設再生計画  

→グループ化による実施計画の策定 

 

・対象工事：耐震補強、大規模改修、増築工事、改築等(改築又はリノベーション) 

・対象期間：事業実施の確実性を担保する観点から、平成 26 年から平成 31 年までを第 1 期計画期間

とする。 

・優先順位：築年数や躯体の老朽度合いから 5 グループに分類し、優先順位付けを行う。また、グル

ープ内での優先順位は、今後の状況を踏まえ適宜変更可能なものとするが、第 1 期計画

は築年順とする。 

 

▸グループ１：建築後 50 年程度経過し、躯体の老朽化が進み、一部大規模改修を実施済みの学

校。 

→大規模改修をせずに改築等を行う。 

 

▸グループ２：建築後３５～５０年程度で、躯体が比較的古く、近年ほぼ大規模改修をしていな

い学校 

→優先して大規模改修を実施し、その後改築等を行う。 

 

▸グループ３：建築後３５～５０年程度で、躯体が比較的古く、近年一部大規模改修を実施済み

の学校。  

→グループ２の大規模改修が完了後に大規模改修を実施し、その後改築等を行う。  

 

▸グループ 4：建築後 35年未満で旧耐震の学校。  

→グループ 3の大規模改修が完了後に、大規模改修又は改築等を行う。  

※グループ 4は児童・生徒数の減少が著しいので、改築等の前であっても、早期

の統廃合等を検討する。  

 

▸グループ 5：新耐震基準の学校。  

→建築後 20 年、35年、50 年前後に計画的に適切な保全を行う。 
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【図表：学校施設再生計画第 1期計画】 
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②長寿命化のコストの見通し，長寿命化の効果 

計画に従って長寿命化を行った時のコストの見通しを明らかにする。また，改築中心の場

合とのコストの比較・評価を行い，長寿命化の効果を明らかにする。その他，必要に応じて

定性的な評価も行う。 

 

解説： 

実施計画に沿って計画を進めた場合のコストの見通しを明らかにする。必要に応じて，計

画期間内に限らず，より長期的なコストの見通しを明らかにすることも，今後次期計画を策

定する上で有効である。 

また，長寿命化の効果を明らかにするため，「（３）①学校施設の運営状況・活用状況等の

実態」において試算した改築中心の整備を行った場合のコストと，長寿命化計画を運用した

場合のコストを比較し，におけるトータルコストの低減効果を定量的に示す。必要に応じて，

定量化できない事項による定性的な評価も行い，これらをもとに長寿命化の効果について総

合的に評価を行う。 

 

○コストの見通しの検証 

 コストの見通しを算定した結果，今後の財政見込を大幅に上回る結果となった地方公共団

体では，将来の施設マネジメントに問題を抱えていることになる。そのため，「（４）①学校

施設の規模・配置計画等の方針」やそれに基づく「（６）①改修等の優先順位付けと実施計

画の策定」の見直し，また，必要に応じて，行動計画の見直しも含めて対応方策を検討する

必要がある。 
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参考事例： 

 

○さいたま市第１次アクションプラン 

 →目標面積とコスト推計のグラフ化 

 

・施設の種類毎に，計画期間内における目標面積の設定，修繕・改修・更新コストの推計を行ってお

り，小学校については以下の表のとおりとなっている。「目標面積」については，今後の計画期間に

おける縮減率も示したものとなっている。「修繕・改修・更新コストの推計」については，４つの期

毎のコストの金額とともに，年次的にかかるコストの状況をグラフにより示したものとなっている。 
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○川崎市学校施設長期保全計画 

→複数の改修パターンでシュミレーション 

 

・学校施設に関する将来の工事費のシミュレーションを掲載している。従来の方針を踏襲した場合の

「築後４５年で建替パターン」と，長寿命化を行った場合の「築後８０年で建替パターン」を示し，

両者の比較を行っている。 

・「築後４５年で建替パターン」では，今後２０年間の年平均コストが１９３億円と，過去５年間の年

平均コスト１２６億円を大幅に上回っているが，「築後８０年で建替パターン」では，今後２０年の

年平均コストは９１億円となり，大幅に縮減されることがわかる。 
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・また，長寿命化を実施した場合でも平成４８年度以降に目標耐用年数の８０年を迎える学校施設の

建替が集中することから，将来人口等を踏まえ，施設の保有面積の１０％を削減した場合の試算も

行っている。この結果は以下のグラフのとおりであり，今後の６０年間における年平均コストは１

１８億円と試算され，過去５年間の年平均コストを下回る結果となっている。 
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○立川市公共施設保全計画 

→将来の整備手法を見据えたコストの試算 

 

・市内の保有施設について，「直近の５年間」「次の１５年間」「その次の２０年間」の改修・改築等に

よるコストの試算をグラフで示している。「直近の５年間」は大規模改修や改築に加え，劣化状況調

査で評価が低く，早急に対応が必要な部位の修繕を実施することとし，「次の１５年間」は大規模改

修と中規模修繕が中心，「その次の２０年間」は建替が中心となっている。 

・最初の２０年間の年平均コストは３３億円，その次の２０年間にかかる年平均コストは５２億円で，

今後４０年間にかかるトータルコストは１６９３億円となり，築後５０年で建て替える場合の２３

９８億円から７０５億円（２９．４％）の縮減となっている。 
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（７）長寿命化計画の継続的運用 

 

各地方公共団体において，効率的かつ効果的な施設整備を進めていくためには，①施設の

点検・評価によって現状を的確に把握した上でそれを踏まえた計画（学校施設の長寿命化計

画）を策定し（Plan），②計画に基づき，適切な改修・維持管理等を実施し（Do），③整備に

よる効果の検証を継続的に行うとともに，より効果的な整備手法など改善すべき点について

課題を整理し（Check），④次期計画に反映していく（Action），という PDCA サイクル（メン

テナンスサイクル）を確立することが重要である。 

PDCA このようなサイクルを確立し，長寿命化計画を継続的に運用していくためには，次

に示す「①情報基盤の整備と活用」，「②推進体制等の整備」「③フォローアップの実施」が

重要である。 

 

 

①情報基盤の整備と活用 

把握した現状データの蓄積方法を記載する。 

 

解説： 

学校施設の長寿命化を図るためには，施設の状態や過去の改修・修繕補修・交換履歴，

事故・故障の発生状況等をデータベースに蓄積し，計画の見直し等を行うための基礎資料

とすることが重要である。 

蓄積する情報としては，「（３）学校施設の実態」において把握した項目や，それに基づ

く「（５）②維持管理の項目・手法等」において選定した維持管理項目の点検・調査結果

等が考えられる。 

これらを整理する際には，毎年各地方公共団体において取りまとめている「公立学校施

設台帳」に一定の情報が蓄積されているため，それらの情報を活用することができる。ま

た，各地方公共団体において，学校施設に限らず，把握した情報を整理したデータベース

を整備し，管理することも有効である。 

なお，蓄積したこれらの情報は，建築基準法第１２条に基づく定期点検等の法定点検の

結果等，継続的な点検・調査の結果に基づいて，適切に更新を行っていくことが重要であ

る。 
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参考事例 

 

○枚方市市有建築物保全計画 

→市有建築物計画保全システムを導入し、各市有建築物の関連情報等についてのデータベース化を図

る 

 

・建物関連情報データベースシステム、事業実施優先度評価システム（ＡＨＰ）、簡易ライフサイクル

コスト（ＬＣＣ）システムの３つの機能で構成されており、本計画策定に向けた活用のほか、施設

整備室で管理している各市有建築物の台帳等のペーパーレス化、改修工事等に係る設計業務等の効

率化を図ることを目的としている。 

・また、建物ごとに建築、電気設備、機械設備の部位別に老朽度等状況を点検、評価する老朽度調査

（現地調査）の結果等についても、保全システムに反映する。 

 

【図表：市有建築物計画保全システムの構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ＡＨＰ（階層解析法） …正式名称は、（Analytic Hierarchy Process ＝ 階層分析法）といい、1971 年にアメリ

カ合衆国のサティー博士【T.L.Saaty 氏（ピッツバーグ大学）】により提唱された意思決定法であり、合理的な決定

を促す手法のひとつ。 
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参考ソフト： 

 

BIMMS（保全マネジメントシステム） 

→保全情報の一元化と共有化をサポート 

 

・都道府県及び政令指定市で構成される全国営繕主管課長会議の要請を受けて、建築保全センターが

平成 16 年度に開発。平成 25 年度に新機能の追加開発等を行い、平成 26年 4月から BIMMS(保全マネ

ジメントシステム)としてサービスを開始している。 

・建物を運用し保全する財産管理者や施設管理者の情報、工事を担当する営繕部門の情報、これらを

一元管理することで、地方公共団体全体の既存ストックの有効活用や意思決定の支援を可能とする。 

・所管地域内の広域に点在する個々の施設からデータ入力でき、かつ必要な情報を集約して一元管理

することができる。 

・基本情報管理機能、施設管理機能、複数施設総合評価・分析、保全技術情報等提供の標準機能に平

成 26年度から簡易中長期保全計画作成機能を追加された。 

 

【図表：BIMMS の概要】 
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②推進体制等の整備 

 学校施設の長寿命化計画を継続的に運用していくために必要な組織体制等の充実方策に

ついて，記載する。 

 

解説： 

 効果的な学校施設の長寿命化計画を策定し，継続的に運用していくためには，学校施設の

実態把握やコストの算出，蓄積したデータベースの活用等に際し，一定の技術的知見が必要

となり，組織体制の充実を図ることが求められる。 

各地方公共団体の教育委員会において技術的知見を有する職員が十分に確保できていな

い場合には，必要な組織体制等の充実のため，次のような方策を行うことが考えられる。 

・技術職員の兼務・併任等による営繕担当部局等との連携 

・一部事務組合の仕組みを活用した，近隣の地方公共団体間の広域との連携 

・退職した技術職員の嘱託職員としての再雇用 

・民間事業者への委託 

・研修等を通じた職員の知見の習得や意識啓発 

 

なお，効率的な運用を行うため，学校施設だけでなく，保有する公共施設の建物・設備の

点検等を地方公共団体内で一括して管理する体制を構築することが求められる。 

 

文部科学省では，平成２７年度より，今後の学校施設における維持管理の在り方について

検討し，本項目の具体的な考え方等を含めて取りまとめる予定である。参考にされたい。 
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参考事例： 

 

○武蔵野市の取組 

→営繕部局による一括の維持管理 

 

・学校施設の劣化調査や予防保全に係る工事についての予算要求を市長部局である財務部施設課が一

括して担当する。 

 

▸財務部施設課の実施内容 

・独自の「劣化カルテ」に基づいて、学校施設を含む公共施設の劣化調査を実施。 

・劣化調査の結果を基に部位毎の点数を出し劣化状況を評価し、予防保全に係る工事について

予算要求。 

 

▸教育部教育企画課の実施内容 

・学校からの事故報告や設備のメンテナンス請負業者からの報告等により把握している劣化状

況について財務部に伝え劣化状況の評価に反映。 

 

（利点） 

・教育委員会の担当が学校施設の劣化調査をするとことと比べ、客観的な調査ができることでき、効

率的な維持管理を行うことができる。 

・学校施設を含む公共施設全体の劣化状況や補修状況をデータベース化することができる。 

・計画保全を前提に施設整備を行うことが可能になり、整備も施設の主管部署に関係なく全体を一定

水準で整備することが可能。 

 

 

○札幌市の取組 

→一般財団法人札幌市住宅管理公社により学校施設の適正な維持・保全の実施 

 

・学校施設の保全については、公社が進めるファシリティマネジメント支援業務の中で、現地調査の

結果や別に受託している建物定期点検によるデータ、修繕履歴データ等を一元的に整理し、付加価

値を付けた計画書を作成・提供することにより札幌市を支援。 

・学校の施設管理者が適正に施設の維持管理を行えるよう、施設・設備ごとのチェックポイントをま

とめた「学校施設維持管理マニュアル」を公社が作成。 
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③フォローアップの実施 

 学校施設の長寿命化計画の進捗状況等について，適切な期間内にフォローアップを実施し，

必要に応じて計画を更新する旨を記載する。 

 

 

解説： 

計画期間の範囲内であっても，定期的に計画の進捗状況等についてフォローアップを実施

し，目標の達成状況を正確に把握することが重要である。施設の老朽化に関する点検，調査

については，建築基準法第１２条に基づく定期点検等の法定点検と併せて実施するなど，少

なくとも３年に１度は実施することが望ましい。また，把握した評価結果を踏まえて，最低

でも５年毎には計画を更新することが望ましい。 

 なお，フォローアップの評価結果について，議会への報告や公表の方法についても併せて

記載することが望ましい。 
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３．学校施設の長寿命化計画に関わる今後の文部科学省の動き 

 

・平成２７年度に文部科学省において学校施設における維持管理の重要性や手法等につい

てわかりやすく解説した手引を作成する予定 

・複合化検討部会の議論の進捗，他の文教施設の長寿命化計画との整合性 

・文部科学省の施設整備基本方針，施設整備基本計画の改正予定（平成２８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

４．参考資料 

 

・付録の図表 

・劣化状況評価の様式例 
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